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は

じ

め

(
1
)
 

前
漢
半
ば
の
昭
帝
時
代
に
皇
帝
の
側
近
集
圏
と
し
て
中
朝
が
出
現
し
、
そ
れ
以
前
か
ら
あ
る
向
書
と
と
も
に
中
央
政
府
に
お
け
る
重
要
性
を

(
2
)
 

増
し
、
時
を
経
た
唐
代
に
至
っ
て
政
府
の
中
植
た
る
三
省
へ
と
成
長
し
て
ゆ
く
萌
芽
と
な
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
事
賓
で
あ
ろ
う
。
こ

(
3
)
 

れ
を
反
映
し
て
、
漠
代
官
僚
制
度
研
究
の
中
で
も
向
書
と
中
朝
に
閲
し
て
は
、
と
く
に
多
数
の
研
究
が
こ
れ
ま
で
に
護
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

で
は
何
故
筆
者
が
こ
こ
で
屋
下
に
屋
を
架
す
か
の
ご
と
き
試
み
を
行
う
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
し
た
研
究
蓄
積
の
厚
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
向

童
日
と
中
朝
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
瞭
な
貼
が
多
い
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
見
で
は
、
そ
の
原
因
の
一
つ
は
従
来
の
尚

書
・
中
朝
研
究
の
出
護
貼
が
、
外
戚
・
{
臣
官
を
も
絡
め
た
権
力
闘
争
、
言
い
換
え
れ
ば
政
治
史
的
側
面
か
ら
の
分
析
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
分
析
の
主
眼
は
中
朝
と
外
朝
(
中
朝
に
属
さ
な
い
中
央
官
僚
の
線
稀
)
と
の
相
互
関
係
、
い
わ
ば
中
央
政
府
全
瞳
の
権
力
構
造
に
お
け
る

中
朝
の
位
置
づ
け
は
如
何
と
い
う
鈷
へ
と
移
さ
れ
は
し
た
が
、
そ
の
場
合
で
も
中
朝
と
外
朝
と
は
抽
象
的
か
っ
相
封
的
な
中
外
の
閲
係
と
し
て

の
み
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
中
朝
が
皇
帝
の
側
近
集
圏
で
あ
る
こ
と
が
嘗
然
の
前
提
と
し
て
無
批
判
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
顧
み

れ
ば
、
中
朝
を
構
成
す
る
個
々
の
官
職
が
い
か
な
る
職
掌
・
機
能
を
有
し
て
お
り
、
か
つ
ま
た
中
朝
と
は
宮
中
の
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
り
、

向
書
と
中
朝
官
は
皇
帝
の
政
務
遂
行
に
ど
の
よ
う
に
闘
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
純
粋
に
制
度
的
な
側
面
か
ら
の
分
析
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
本
稿
を
草
す
る
所
以
で
あ
る
。

第
一
章

中
朝

官

の
疋

義

附

向
戸社

中
朝
官
が
皇
帝
の
側
近
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ど
の
範
園
の
官
職
を
含
む
の
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

が
、
論
述
の
都
合
上
あ
ら
た
め
て
示
し
て
お
き
た
い
。
中
朝
官
の
定
義
を
明
確
に
示
し
た
唯
一
の
史
料
は
、

孟
康
日
く
、
中
朝
と
は
内
朝
な
り
。
大
司
馬
・
左
右
前
後
将
軍
・
侍
中
・
常
侍
・
散
騎
・
諸
吏
を
中
朝
と
話
す
。
(
『
漢
書
』
巻
七
七
劉
輔
惇
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注

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
奉
げ
ら
れ
た
侍
中
・
散
騎
な
ど
が
、
「
漢
書
』
巻
一
九
下
百
官
公
卿
表
下
(
以
下
、
官
官
表
と
略
稽
。
ま
た
特
に
断
ら
ぬ
限
り
、

史
料
の
出
虎
は
す
べ
て
『
漢
書
』
で
あ
る
)
で
は
、
「
加
官
」
す
な
わ
ち
本
官
に
付
加
さ
れ
る
官
職
、
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
く
百
官

表
で
加
官
と
さ
れ
て
い
る
諸
曹
(
左
右
曹
)
と
給
事
中
も
ま
た
中
朝
官
に
含
ま
れ
る
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
諸
家
の
一
致
す
る

と
こ
ろ
で
あ
り
異
論
を
さ
し
は
さ
む
絵
地
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
中
朝
官
の
職
掌
を
次
に
畢
げ
て
み
る
と
、

大
司
馬
・
・
武
事
を
掌
る
(
百
官
表
)

0

』守

軍
・
・
兵
お
よ
び
四
夷
を
掌
る
(
百
官
表
)

0

侍

中
・
・
禁
中
に
入
る
を
得
る
(
百
官
表
)
。
入
り
て
天
子
に
侍
す
、
故
に
侍
中
と
日
う
(
百
官
表
注
)

0

中
常
侍
・
・
禁
中
に
入
る
を
得
る
(
百
官
表
)

0

昔士

騎
・
・
騎
し
て
乗
輿
の
車
に
並
ぶ
(
百
官
表
)
o

騎
し
て
散
従
し
、
常
職
は
無
し
(
百
官
表
注
)
o

漢
武
元
鼎
三
年
、
初
め
て
散
騎
を
置
き
、

倶
に
顧
問
陸
封
を
掌
る
(
「
漢
官
儀
』
巻
上
)
。
秦
お
よ
び
前
漢
は
散
騎
お
よ
び
中
常
侍
各
一
人
を
措
く
。
散
騎
は
騎
馬
し
て
乗

の
ぞ

輿
の
車
に
並
び
、
可
を
献
じ
否
を
替
く
(
同
上
)

0

E者

吏
・
・
(
非
)
法
を
挙
げ
る
を
得
る
(
百
官
表
)
。
日
ご
と
に
朝
謁
を
上
り
、
向
童
日
の
奏
事
を
干
し
、
分
ち
て
左
右
曹
と
属
す
(
百
官

表
注
所
引
『
漠
儀
注
』
U
U

『
漠
奮
儀
』
)
0

目昔

古
田
・
・
向
童
日
の
事
を
受
け
る
(
百
官
表
)

0

給
事
中
・
・
顧
問
一
際
封
を
掌
る
、
位
は
中
常
侍
に
次
ぐ
(
百
官
表
)
o

左
右
に
侍
従
す
る
を
掌
る
、
員
無
く
、
常
に
中
に
侍
す
(
百
官
表
注
所

引
『
漢
官
解
詰
』
)

0

諸
そ
給
事
中
は
日
ご
と
に
朝
謁
を
上
り
、
向
圭
日
の
奏
事
を
平
し
、
分
ち
て
左
右
曹
と
矯
す
。
以
て
殿
中
に

事
え
る
有
り
、
故
に
給
事
中
と
日
う
。
多
く
名
儒
・
固
親
が
之
と
矯
り
、
左
右
顧
問
を
掌
る
(
「
太
平
御
覧
」
巻
一
一
一
一
一
所
引
『
漠
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と

一
覧
し
て
見
て
と
れ
る
よ
う
に
そ
の
職
掌
は
雑
多
で
あ
り
、
「
禁
中
に
入
る
を
得
る
」
の
よ
う
に
果
た
し
て
職
掌
と
呼
ぶ
べ
き
な
の
か
臨
時

暗
を
畳
え
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
で
は
何
故
こ
れ
ら
の
官
職
が
中
朝
官
と
し
て
一
括
さ
れ
る
の
か
と
い
う
、
そ
の
理
由
が
に
わ
か
に
は
理
解
し

に
く
い
。
し
か
し
先
行
研
究
で
は
こ
の
貼
を
等
閑
頑
し
た
ま
ま
、
漠
然
と
「
天
子
的
近
臣
」
「
皇
帝
の
側
近
官
全
瞳
を
線
稽
す
る
」
な
ど
と
定

義
す
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
筆
者
が
先
に
従
来
の
中
朝
研
究
を
評
す
る
に
際
し
て
、
「
抽
象
的
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
は
、
こ
う
し

た
中
朝
官
の
定
義
の
暖
昧
さ
も
含
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
以
下
本
章
で
は
、
右
に
挙
げ
た
諸
官
が
中
朝
官
と
し
て
一
括
さ
れ
る
理
由
は
何
か
、

そ
こ
に
何
ら
か
の
共
通
性
は
見
出
せ
る
の
か
と
い
う
賄
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

(
4
)
 

中
朝
官
は
ま
た
「
中
朝
者
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
中
に
朝
す
る
者
」
と
理
解
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
中
」
と
は

ど
こ
か
言
え
ば
、
侍
中
・
中
常
侍
の
「
職
掌
」
が
「
禁
中
に
入
る
を
得
る
」
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
禁
中
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

と
考
え
ら
れ
る
。
禁
中
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
次
の
一
一
つ
の
史
料
が
あ
る
。

伏
僚
日
く
、
察
邑
云
う
「
本
と
は
禁
中
と
矯
す
。
門
閣
に
は
禁
が
有
り
、
侍
御
の
臣
に
非
ざ
れ
ば
妄
り
に
入
る
を
得
ず
。
行
道
の
豹
尾
の

中
も
亦
た
禁
中
と
矯
す
。
孝
元
皇
后
の
父
の
名
は
禁
な
れ
ば
、
之
を
避
け
て
、
故
に
省
中
と
日
う
」
と
。
(
巻
七
昭
帝
本
紀
注
)

も
う

(
江
)
充
は
亙
墨
を
治
め
る
を
典
る
に
、
肢
に
上
(
武
帝
)
の
意
を
知
り
、
「
宮
中
に
盈
試
が
有
り
」
と
白
し
言
い
、
宮
に
入
り
省
中
に

至
り
、
御
座
を
壊
し
て
地
を
掘
る
。
(
巻
六
三
武
五
子
停
)

す
な
わ
ち
禁
中
と
は
、
省
中
と
も
呼
ば
れ
る
宮
中
の
一
匝
霊
の
こ
と
で
あ
り
、
「
侍
御
す
る
者
」
以
外
は
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
空
間

で
あ
る
。
禁
中
と
そ
れ
以
外
の
匝
童
と
の
聞
に
は
、
後
掲
の
史
料
に
見
え
る
よ
う
な
省
関
・
省
門
・
省
戸
な
ど
と
呼
ば
れ
る
門
戸
が
あ
り
、
外

部
か
ら
は
最
重
に
隔
て
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
禁
中
は
次
章
に
お
い
て
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
皇
帝
の
私
的
な
生
活
空
間
で
あ
り
、
侍
中
・
中
常

侍
は
そ
う
し
た
「
禁
中
に
入
る
を
得
る
」
「
侍
御
す
る
者
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、

元
帝
即
位
し
て
、
尉
馬
都
尉
侍
中
と
矯
り
:
:
:
上
の
疾
に
寝
る
や
、
:
:
:
丹
は
親
密
の
臣
な
る
を
以
て
侍
し
て
疾
を
覗
る
を
得
る
。
上
の

聞
に
濁
り
寝
る
時
を
候
い
、
丹
は
直
ち
に
臥
内
に
入
り
、
頓
首
し
て
青
蒲
の
上
に
伏
し
て
:
:
:
。
(
巻
八
二
史
丹
停
)
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と
あ
る
よ
う
に
、
史
丹
は
侍
中
で
あ
る
故
を
以
て
元
帝
の
臥
内
す
な
わ
ち
寝
所
に
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
他
の
中
朝
官
は
ど
う
だ
つ
た
の
だ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
禁
中
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
以
下
こ
の
貼
に
つ
い

て
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。

第
一
に
給
事
中
だ
が
、

己
:
|
ミ
ご

月
対
ト
ト
コ

7
し
ふ
ム

「
漠
官
解
詰
』
に
「
常
に
中
に
侍
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
禁
中
に
入
り
得
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
が
、
さ
ら
に
成
帝
時
代
に
光
職
大
夫
・
給
事
中
か
ら
北
地
太
守
に
異
動
し
た
谷
、
水
の
上
奏
丈
に
は
次
の
よ
う
に
言
、
っ
。

お
よ
そ

臣
、
水
は
幸
い
に
し
て
給
事
中
な
る
を
得
て
、
出
入
三
年
、
干
え
を
執
り
遺
垂
を
守
る
と
難
も
、
思
慕
の
心
は
常
に
省
聞
に
存
す
。
(
巻
八

五
谷
永
惇
)

こ
こ
か
ら
給
事
中
が
省
閣
の
中
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
第
二
に
、
散
騎
の
職
掌
は
「
騎
し
て
乗
輿
の
車
に
並

ぶ
」
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
騎
し
て
」
と
あ
る
以
上
、
こ
れ
は
皇
帝
が
宮
殿
か
ら
外
出
す
る
際
の
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
際
の
威
儀
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

服
度
目
く
、
大
駕
の
属
車
は
八
十
一
一
来
、
三
行
を
作
し
、
尚
書
・
御
史
は
之
に
乗
る
。
最
後
の
一
乗
に
豹
尾
を
牒
け
、
豹
尾
よ
り
以
前
は

皆
な
省
中
と
矯
す
。
(
巻
八
七
上
揚
雄
惇
上
注
)

す
な
わ
ち
皇
帝
の
車
馬
行
列
に
お
い
て
も
禁
中
の
範
園
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
先
に
引
い
た
昭
帝
本
紀
注
に
「
門
閣
に
は
禁
が

有
り
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
本
来
、
禁
中
と
は
宮
殿
内
の
一
直
書
一
を
示
す
語
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
か
ら
敷
桁
し
て
、
宮
殿
の
内
外

を
問
わ
ず
、
皇
帝
の
起
居
す
る
空
間
す
べ
て
を
指
す
よ
う
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
騎
乗
し
て
乗
輿
(
皇
帝
)
の
車
に
並

走
す
る
散
騎
は
、
少
な
く
と
も
行
幸
の
遁
中
に
お
い
て
は
禁
中
に
居
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
第
一
一
一
に
将
軍
に
つ
い
て
は
、

大
将
軍
(
街
)
青
が
中
に
侍
す
に
、
上
(
武
帝
)
は
闘
に
肥
し
て
之
を
覗
る
。
(
巻
T
1
0
汲
世
相
惇
)

と
い
う
史
料
が
あ
り
、
大
将
軍
衛
青
が
侍
し
て
い
た
闘
の
側
と
い
う
の
は
禁
中
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
、
巻
六
九
超
充
固
停
に
は
、
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次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。
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初
め
、
破
売
将
軍
の
武
賢
が
軍
中
に
在
る
時
、
中
郎
将
の
印
(
充
園
の
了
)
と
宴
語
す
る
に
、
印
が
遁
う
に
「
車
騎
将
軍
張
安
世
は
始
め

嘗
て
上
(
賃
帝
)
を
不
快
な
ら
し
む
、
上
は
之
を
諒
さ
ん
と
欲
す
る
も
、
印
家
の
将
軍
(
充
困
)
は
以
矯
え
ら
く
『
安
世
は
本
と
棄
を
持

ち
筆
を
箸
し
て
、
孝
武
帝
に
事
え
る
こ
と
数
十
年
、
中
山
謹
な
り
と
謂
は
れ
た
れ
ば
、
宜
し
く
之
を
全
度
す
べ
し
』
と
。
安
世
は
是
を
用
て

克
れ
る
を
得
た
り
」
と
。
充
園
の
還
り
て
兵
事
を
二
一
白
う
に
及
ん
で
、
武
賢
は
罷
め
て
故
官
に
跨
る
。
深
く
恨
ん
で
、
上
書
し
て
印
は
省
中

の
語
を
世
ら
す
と
告
す
。

こ
こ
で
、
「
省
中
の
語
を
池
ら
」
し
た
罪
で
告
議
さ
れ
て
い
る
の
は
、
直
接
に
は
子
の
超
印
だ
が
、
そ
れ
以
前
に
禁
中
の
出
来
事
を
彼
に
語
つ

た
の
は
父
の
誼
充
固
で
あ
ろ
う
。
西
売
遠
征
で
名
を
馳
せ
た
超
充
園
の
主
な
履
歴
は
、
中
郎
将
↓
水
衡
都
尉
↓
後
将
軍
乗
水
衡
都
尉
↓
蒲
類
将

軍
↓
後
将
軍
粂
少
府
と
い
う
も
の
だ
が
、
こ
の
間
の
彼
に
は
侍
中
・
給
事
中
な
ど
を
加
官
さ
れ
た
形
跡
が
毎
日
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
超
充

園
が
禁
中
に
お
け
る
宣
帝
と
張
安
世
の
確
執
を
知
り
、
そ
れ
を
取
り
な
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
後
将
軍
の
身
分
に
よ
っ
て
禁
中
に
入
る
こ
と

を
許
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
以
外
の
諸
曹
・
諸
吏
お
よ
び
大
司
馬
に
つ
い
て
は
、
建
念
な
が
ら
禁
中
と
の
関
わ
り
を
窺
わ
せ
る
史
料
は
見
出
せ
な
い
。
た
だ
し
、
大

司
馬
は
百
官
表
で
は
「
将
軍
の
競
に
冠
す
」
と
さ
れ
て
お
り
、
事
賓
、
前
漢
に
お
い
て
大
司
馬
に
就
任
し
た
者
の
大
多
数
は
大
将
軍
や
車
騎
将

軍
な
ど
を
晶
兼
任
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
吉
村
昌
之
氏
は
、
大
司
馬
と
は
将
軍
を
本
官
と
す
る
者
に
付
加
さ
れ
る
加
官
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ

(
一

O
)

て
お
り
、
そ
う
す
る
と
大
司
馬
に
就
任
し
た
者
は
、
自
動
的
に
将
軍
と
し
て
の
資
格
を
以
て
禁
中
に
入
り
得
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
諸

吏
に
つ
い
て
は
、
「
日
ご
と
に
朝
謁
を
上
り
、
尚
書
の
奏
事
を
平
し
、
八
刀
ち
て
左
右
曹
と
矯
す
」
(
前
掲
『
漠
儀
注
』
)
と
給
事
中
と
同
じ
職
掌
を

輿
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
こ
に
見
え
る
「
朝
謁
を
上
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

五
官
(
中
郎
将
)
は
光
帳
動
に
属
す
も
、
朝
謁
を
上
る
を
得
ず
。
左
右
苗

7
諸
吏
を
晶
兼
ね
れ
ば
、
朝
謁
を
上
る
を
得
る
。
(
『
漢
奮
儀
』
巻

上

と
、
給
事
中
だ
け
で
は
な
く
、
左
右
曹
(
諸
曹
)
・
諸
吏
に
闘
し
で
も
規
定
さ
れ
て
お
り
、
諸
吏
・
諸
曹
が
給
事
中
と
同
じ
く
禁
中
に
入
り
得

十
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た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
若
干
不
明
瞭
な
鈷
は
あ
る
も
の
の
、
大
司
馬
・
将
軍
・
侍
中
・
中
常
侍
・
散
騎
・
諸
吏
・
諸
苗

7
給
事
中
の
共
通
性
は
、
禁
中
へ
の

出
入
り
を
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、

一
見
雑
多
な
「
職
掌
」
を
有
す
る
こ
れ
ら
の
官
職
が
、
中
朝
官
と
し
て
一
括
さ
れ
る

の
だ
と
結
論
し
て
さ
し
っ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
註

(
4
)

の
よ
う
に
「
将
軍
・
中
朝
者
」
「
左
将
軍
彰
宣
輿
中
朝
」
と
い
う
表
現
も
見

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
中
朝
と
は
狭
義
で
は
、
将
軍
お
よ
び
そ
れ
を
本
官
と
す
る
大
司
馬
を
除
外
し
た
、
侍
中
以
下
を
指
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
、

以
下
本
稿
に
お
い
て
中
朝
官
と
い
う
場
合
も
こ
の
意
味
で
用
い
た
い
。
ま
た
附
言
し
て
お
く
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
中
朝
官
は
全
瞳
と
し
て
禁
中

に
お
け
る
皇
帝
の
側
近
集
圏
を
形
成
し
て
は
い
た
が
、
す
で
に
藤
田
高
夫
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
個
々
の
中
朝
官
の
聞
に
は

(
6
)
 

何
ら
の
統
属
闘
係
も
無
か
っ
た
と
い
う
貼
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
こ
の
事
責
は
、
中
朝
と
い
う
側
近
集
圏
は
、
そ
の
昔
初
に
お
い
て
明
確
な
機

能
を
有
す
る
組
織
と
し
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
個
々
の
中
朝
官
の
設
置
の
理
由
や
時
期
を
明
示
す
る
史
料
は
ほ
と

(
7
)
 

ん
ど
見
出
せ
な
い
が
、
列
停
の
記
載
に
よ
れ
ば
初
見
の
時
期
に
は
か
な
り
隔
た
り
が
あ
り
、
「
職
掌
」
の
多
様
性
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
個
々

の
中
朝
官
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
時
期
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
目
的
に
麿
じ
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
禁
中
に
出
入
り
す

る
と
い
う
共
通
性
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、

の
ち
に
中
朝
と
線
稽
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
推
測
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
孟
康
が
列
翠
し
た
中
に
は
含
ま
れ
ず
、
ま
た
加
官
で
も
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
漢
代
に
お
い
て
中
朝
官
の
範
障
に
含
ま
れ
て
い
た
か

(
8
)
 

否
か
も
不
明
で
は
あ
る
が
、
中
朝
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
は
必
ず
言
及
さ
れ
る
重
要
な
官
職
、
す
な
わ
ち
尚
書
も
ま
た
禁
中
へ
の
出
入
を
許
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
次
の
二
つ
の
史
料
を
翠
げ
よ
う
。

如
淳
日
く
、
天
子
の
物
を
主
る
を
向
と
日
い
、
丈
主
目
を
主
る
を
尚
書
と
日
う
。
:
:
:
『
漢
儀
注
」
に
は
省
中
に
は
五
倫
が
有
る
と
い
う
。

(
巻
二
恵
帝
本
紀
注
)

『
漢
儀
注
』
に
日
う
「
省
中
に
五
倫
有
り
。
即
ち
向
食
・
向
冠
・
向
衣
・
向
帳
・
尚
席
な
り
」
と
。
或
い
は
云
う
「
秦
は
六
向
を
置
く
、

259 

向
冠
・
向
衣
・
向
食
・
向
日
体
・
向
席
・
向
書
を
謂
う
」
と
。
(
『
通
典
』
を
二
六
職
官
典
八
・
殿
中
監
)
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こ
こ
で
は
、

五
向
で
あ
る
か
六
向
で
あ
る
か
、
ま
た
名
稽
に
も
若
干
の
異
同
が
あ
る
も
の
の
、

い
ず
れ
に
せ
よ
「
向
×
」
と
名
付
け
ら
れ
た
官

が
禁
中
に
置
か
れ
て
お
り
、
尚
書
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
蔑
念
な
が
ら
、
こ
こ
に
列
奉
さ
れ
た
官
の
う
ち
史
料
に
現
れ

る
の
は
、
尚
書
を
除
け
ば
次
の
向
席
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
確
か
に
、
禁
中
で
の
宴
席
に
奉
仕
し
て
い
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。

上
(
景
帝
)
は
禁
中
に
居
り
、

亜
夫
を
召
し
て
食
を
賜
う
に
、
濁
だ
大
裁
の
み
を
置
い
て
、
切
内
は
無
く
、
又
た
箸
を
置
か
ず
。
亜
夫
は

心
に
平
ら
か
な
ら
ず
、
顧
み
て
向
席
に
謂
い
て
箸
を
取
ら
し
む
。
(
巻
四
O
周
亜
夫
惇
)

問
題
の
尚
書
に
つ
い
て
は
、

省
中
に
て
使
令
を
待
つ
者
は
、
皆
な
官
稗
な
り
。
年
八
歳
以
上
を
揮
ん
で
、
緑
を
衣
せ
て
、
宜
人
と
日
い
、
省
門
を
出
る
を
得
ず
。
都
監

を
置
く
。
老
い
た
者
は
牌
と
日
い
、
稗
は
{
巨
人
を
し
て
尚
書
に
給
使
さ
せ
る
。
(
『
漢
?
告
儀
』
巻
下
)

『
漢
官
」
に
日
く
、
向
童
日
郎
は
明
光
殿
に
て
事
を
奏
す
。
省
中
は
比
白
な
胡
粉
も
て
壁
を
塗
り
、
そ
の
遣
は
丹
漆
を
以
て
地
と
し
、
故
に
丹

(
9
)
 

揮
と
目
、
っ
。
向
童
日
郎
は
鶏
舌
香
を
含
み
、
そ
の
下
に
伏
し
て
事
を
奏
す
。
(
『
太
平
御
覧
』
巻
二
二
一
職
官
一
九
・
黄
門
侍
郎
)

と
あ
る
よ
う
に
、
省
門
か
ら
出
る
こ
と
を
許
さ
れ
ぬ
「
宜
人
」
が
向
書
に
給
使
す
る
こ
と
、
向
童
日
郎
が
丹
揮
の
下
で
「
事
を
奏
し
」
た
こ
と
が

(ω) 

記
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
尚
書
が
禁
中
に
お
い
て
職
務
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
に
中
朝
官
や

向
書
が
出
入
り
す
る
禁
中
と
は
、
ど
の
よ
う
な
空
間
で
あ
っ
た
の
か
、
章
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。

信
用
二
土
早

ホ木

中

の

機

能

第
一
節

皇
帝
に
と
っ
て
の
禁
中

本
節
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
中
朝
官
や
尚
書
が
出
入
り
す
る
禁
中
と
は
、
宮
殿
の
主
で
あ
る
皇
帝
そ
の
人
に
と
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ

っ
た
の
か
を
考
察
し
て
ゆ
く
。
ま
ず
は
、

一
三
丙
史
料
を
奉
げ
て
み
よ
う
。
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昭
帝
を
立
て
て
太
子
と
震
す
。
年
は
八
歳
。
:
:
:
明
日
、
武
帝
は
山
朋
じ
、
戊
辰
、
太
子
は
皇
帝
の
位
に
即
き
、
高
廟
に
謁
す
。
帝
の
姉
の

都
邑
公
主
は
湯
川
派
の
邑
を
盆
さ
れ
て
、
長
公
主
と
篇
り
、
養
を
省
中
に
共
(
供
)
す
。
(
巻
七
昭
帝
本
紀
)

上
(
文
帝
)
上
林
に
幸
す
る
に
、
皇
后
・
慣
夫
人
従
う
。
そ
の
(
皇
后
と
慢
犬
人
の
)
禁
中
に
在
る
や
、
常
に
坐
を
同
じ
く
す
0

(

巻
四
九
愛

室
惇
)

の
ほ

童
旦
漏
が
未
だ
童
き
、
さ
る
こ
と
八
刻
に
、
庫
監
は
菌
次
を
以
て
捷
好
以
下
を
上
せ
て
後
庭
に
至
り
、
:
:
:
刻
重
き
れ
ば
、
響
調
を
去
り
蒙
被

五
刻
に
し
て
罷
む
。
即
し
留
れ
ば
、
女
御
長
が
入
り
て
、
扶
け
て
以
て
出
づ
0

(

『
漢
醤
儀
』
巻
下
)

し
て
禁
中
に
入
れ
、

こ
れ
ら
か
ら
は
、
禁
中
が
幼
少
の
皇
帝
が
養
育
さ
れ
る
場
所
で
あ
り
、
ま
た
皇
帝
が
成
人
で
あ
る
場
合
に
は
皇
后
や
夫
人
と
と
も
に
暮
ら
し
、

ま
た
妻
妾
と
の
夜
の
営
み
が
な
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
巻
四
一
奨
噌
俸
に
、

高
帝
は
嘗
て
病
み
て
、
人
を
見
る
を
亜
叫
ん
で
、
禁
中
に
臥
し
て
、
戸
者
に
-
切
開
し
て
群
臣
を
入
れ
る
を
得
る
無
か
ら
し
む
。
:
:
:
十
絵
日
に

し
て
、
暗
は
乃
ち
閣
を
排
し
て
直
入
し
、
大
臣
は
之
に
随
う
。
上
は
濁
り
一
宜
者
を
枕
と
し
て
臥
す
。

と
あ
り
、

さ
ら
に
向
冠
・
白
衣
・
向
食
・
向
泳
・
向
席
・
白
書
の
六
向
(
一
説
に
向
食
・
向
冠
・
向
衣
・
向
帳
・
向
席
の
五
向
)
が
あ
っ
た
、
と

『
漢
儀
注
』
(
前
掲
)
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
禁
中
に
は
{
臣
官
や
皇
帝
の
衣
食
住
に
奉
仕
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
官
職
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
禁
中
と
は
ま
ず
何
よ
り
も
、
皇
帝
と
皇
后
を
は
じ
め
と
す
る
家
族
た
ち
と
の
私
的
な
生
活
空
間
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

お
よ
そ

諸
侯
王
の
天
子
に
朝
見
す
る
に
、
漢
の
法
で
は
凡
首
四
た
び
見
ゆ
。
始
め
到
れ
ば
、
入
り
て
小
見
す
。
:
:
:
小
見
と
は
、
禁
門
内
に
於
い

て
燕
見
し
、
省
中
に
於
い
て
飲
す
る
な
り
。
士
人
の
入
り
得
る
所
に
は
非
ず
。
(
『
史
記
』
巻
五
八
梁
孝
王
世
家
・
格
少
孫
補
筆
)

と
い
う
諸
侯
王
の
朝
見
儀
瞳
も
、
劉
氏
の
宗
主
で
あ
る
皇
帝
が
、
血
縁
者
た
る
諸
侯
王
を
自
ら
の
私
的
な
空
間
に
お
い
て
接
待
す
る
た
め
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
禁
中
が
「
士
人
の
入
り
得
る
所
に
は
非
ず
」
と
さ
れ
た
酷
に
閲
し
て
は
、
例
え
ば
哀
帝
時
代
の
飽
宣
は
、
諌
大
夫
に
任

261 

じ
ら
れ
未
央
宮
内
の
高
門
殿
に
宿
直
所
を
輿
え
ら
れ
て
い
た
が
、
上
奏
丈
に
お
い
て
、

あ
よ
そ

高
門
は
省
戸
を
去
る
こ
と
数
十
歩
。
見
え
ん
と
求
め
る
こ
と
出
入
二
年
な
る
も
未
だ
省
ら
れ
ず
。
:
:
:
願
く
は
数
刻
の
聞
を
賜
り
、
翠
翠

十
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の
思
い
を
極
め
掲
く
さ
ば
、
退
き
て
三
泉
に
入
り
て
、
死
す
と
も
恨
む
所
亡
し
。
(
虫
色
七
二
飽
宣
惇
)

と
、
禁
中
に
通
じ
る
省
戸
の
間
近
に
居
な
が
ら
皇
帝
に
謁
見
で
き
ぬ
不
遇
を
嘆
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
平
帝
の
時
に
安
漢
公
王
葬
が
女
を
皇
后

に
立
て
る
こ
と
を
僻
退
し
、
王
葬
の
伯
母
で
あ
る
太
皇
太
后
王
氏
が
そ
れ
を
承
認
し
た
際
に
、

庶
民
・
諸
生
・
郎
吏
以
上
の
闘
を
守
り
て
上
書
す
る
者
は
日
に
千
絵
人
、
公
卿
・
大
夫
は
或
い
は
廷
中
に
詣
り
、
或
い
は
省
戸
の
下
に
伏

し
て
、
成
な
言
く
「
:
:
:
願
く
は
公
の
女
を
天
下
の
母
と
属
す
を
得
ん
こ
と
を
」
と
。
(
巻
九
九
L
L

王
葬
惇
L
L
)

と
、
公
卿
・
大
夫
ら
が
王
葬
の
女
の
立
后
を
請
願
し
て
い
る
の
が
省
戸
の
下
で
あ
る
の
も
、
彼
ら
が
そ
の
内
部
に
は
立
ち
入
り
得
な
い
か
ら
で

あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
禁
中
と
は
皇
帝
と
家
族
が
生
活
を
す
る
私
的
な
空
間
で
あ
り
、
ま
た
「
侍
御
す
る
者
」
で
は
な
い
「
士
人
」
す
な
わ
ち
一

般
の
官
僚
に
は
立
ち
入
り
の
許
さ
れ
な
い
場
所
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
先
の
超
充
固
停
に
見
え
る
よ
う
に
、
禁
中
で
の
出
来
事
を
外
部
に
漏
ら
す

(

ロ

)

(

日

)

こ
と
は
「
漏
世
省
中
語
」
と
さ
れ
る
大
罪
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
禁
中
は
機
密
性
の
高
い
空
間
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
中
朝
官
が
禁
中
へ
の
出

入
り
を
許
さ
れ
て
内
部
事
情
を
知
り
得
る
こ
と
は
、

一
般
の
官
僚
に
は
望
む
べ
く
も
な
い
|
|
飽
宣
の
嘆
き
の
言
葉
の
痛
切
さ
を
見
よ
|
|
特

権
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
中
朝
官
が
「
天
子
的
近
臣
」
「
皇
帝
の
側
近
官
」
と
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
特
権
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
中

朝
官
は
必
ず
し
も
常
時
禁
中
に
滞
在
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

侍
中
は
奮
と
中
官
と
倶
に
禁
中
に
止
ま
る
も
、
武
帝
の
時
に
、
侍
中
の
葬
何
羅
は
刀
を
挟
ん
で
逆
を
謀
り
(
前
八
八
年
)
、
是
れ
由
り
侍
中

は
禁
外
に
出
で
て
、
事
有
れ
ば
乃
ち
入
り
、
畢
れ
ば
即
ち
出
づ
。
王
葬
の
政
を
乗
る
や
、
侍
中
は
復
た
入
り
て
、
中
官
と
共
に
止
ま
る
。

立
早
帝
の
元
和
中
(
八
四
l
八
七
年
)
、
侍
中
の
郭
奉
は
後
宮
と
通
じ
て
、
侃
万
を
抜
い
て
上
を
驚
か
せ
、
奉
は
誌
に
伏
し
て
、
侍
中
は
是
れ

由
り
復
た
外
に
出
づ
。
(
『
績
漢
書
』
百
官
志
三
・
注
補
所
引
の
察
質
『
漢
儀
」
)

す
な
わ
ち
、
前
漢
で
は
武
帝
時
代
末
か
ら
王
葬
の
政
権
掌
握
の
頃
ま
で
、
お
よ
び
後
漢
の
章
帝
元
和
年
間
以
後
に
は
、
侍
中
は
何
か
用
事
の
あ

る
た
び
に
禁
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
用
事
が
終
わ
れ
ば
禁
中
か
ら
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
後
に
も
遮
べ
る
よ
う

十
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に
、
侍
中
は
中
朝
官
の
中
で
も
最
も
皇
帝
に
近
し
い
者
が
任
じ
ら
れ
た
官
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
中
朝
官
は
、
侍
中
に
準
じ
た
扱
い
を

受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
『
漠
儀
』

の
記
述
を
裏
返
せ
ば
、
武
帝
末
以
前
お
よ
び
王
葬
時
代
か
ら
後
漢
初
期
に
は
、
侍
中
は
中
官
(
宵

官
)
と
同
じ
よ
う
に
、
禁
中
に
二
六
時
中
滞
在
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

禁
中
が
皇
帝
の
私
的
な
生
活
空
間
で
あ
る
こ
と
は
、
右
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
で
、
先
に
見
た
よ
う
に
こ
の
禁
中
に
お
い
て
、

皇
帝
の
書
記
と
も
い
う
べ
き
尚
書
が
「
事
を
奏
」
し
て
い
た
(
前
掲
『
太
平
御
覧
』
巻
一
一
一
一
一
)
と
い
う
事
賓
は
、
果
た
し
て
何
を
意
味
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
禁
中
と
は
車
な
る
生
活
空
間
に
止
ま
ら
な
い
、

さ
ら
に
別
の
機
能
を
有
す
る
空
間
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
節
を
あ
ら
た
め
て
、

禁
中
を
皇
帝
の
政
務
と
の
闘
係
か
ら
分
析
し
、
あ
わ
せ
て
向
書
と
中
朝
官
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
見
て
ゆ
こ
う
。

第
二
節

禁
中
に
お
け
る
政
務

こ
こ
で
は
、
皇
帝
の
宮
殿
を
一
般
の
官
街
と
比
較
し
た
う
え
で
、
宮
殿
内
部
に
お
け
る
禁
中
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

も
と
よ
り
皇
帝
の
宮
殿
と
官
街
と
で
は
、
そ
の
規
模
の
大
小
も
機
能
の
多
寡
も
桁
違
い
で
は
あ
ろ
う
が
、
雨
者
は
昔
時
の
建
築
物
に
お
け
る
空

(
凶
)

間
構
造
の
原
則
を
共
有
し
て
い
た
と
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

漢
代
に
お
い
て
官
街
に
勤
務
す
る
官
僚
は
、
長
官
か
ら
属
吏
に
い
た
る
ま
で
官
街
に
住
み
込
み
で
職
務
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
大

(
日
)

庭
惰
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
近
年
で
は
佐
原
康
夫
氏
が
、
漢
代
の
官
街
の
空
間
構
造
と
そ
こ
に
勤
務
す
る
長
官
と
属
吏
の
関
係
を

(
刊
)

分
析
し
て
い
る
。
佐
原
氏
に
よ
れ
ば
、
漢
代
の
官
街
の
構
造
は
丞
相
府
を
例
に
と
れ
ば
、
第
一
に
敷
地
の
周
園
を
と
り
ま
く
属
吏
た
ち
の
事
務

所
が
あ
る
匝
童
、
第
二
に
丞
相
が
政
務
を
執
る
「
堂
」
と
そ
の
前
の
中
庭
に
あ
た
る
「
廷
」
と
が
あ
る
匝
書
寸
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
奥
に
第
一
一
一

の
匝
重
で
あ
り
長
官
の
私
的
な
空
間
に
あ
た
る
「
便
坐
」
が
あ
る
、
と
い
う
三
重
構
造
を
な
し
て
い
た
。
ま
た
第
二
の
堂
・
廷
の
臣
室
旦
は
塀
や

回
廊
で
固
ま
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
出
入
り
す
る
門
と
し
て
は
正
門
に
あ
た
る
「
中
門
」
と
、
廷
に
日
常
的
に
出
入
り
す
る
属
吏
の
た
め
の
門
で
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あ
る
「
閤
」
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
一
一
一
重
の
構
造
は
丞
相
府
の
み
な
ら
ず
郡
太
守
府
か
ら
牒
寺
に
い
た
る
ま
で
、
規
模
の
大
小
の
差
は
あ
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る
に
せ
よ
、
あ
ら
ゆ
る
官
街
に
共
通
し
て
い
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
皇
帝
を
長
官
に
見
立
て
て
、
そ
の
官
街
た
る
前
漢
の
都
長
安
城
に
嘗
て
は
め
る
な
ら
、
第
一
の
匝
書
一
は
未
央
宮
の
外
部
に
置
か
れ
た

丞
相
府
な
ど
の
中
央
官
街
に
、
第
二
の
直
書
一
は
未
央
官
の
中
心
建
造
物
で
あ
る
前
殿
に
、
そ
し
て
第
三
の
直
書
一
は
禁
中
に
相
首
す
る
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
佐
原
氏
は
、
官
街
の
便
坐
で
は
長
官
が
政
務
を
執
る
こ
と
も
あ
り
、
例
え
ば
後
漢
の
九
江
太
守
宋
均
は
「
五
日
に
一
た
び
聴

事
」
し
、
堂
に
出
る
ま
で
も
な
い
書
類
の
決
裁
な
ど
は
「
便
坐
」
で
済
ま
す
こ
と
も
多
か
っ
た
ろ
う
と
推
定
し
、
ま
た
景
帝
時
代
に
局
郡
太
守

と
な
っ
た
丈
翁
は
、

皐
官
を
成
都
の
市
中
に
修
起
し
て
、
下
燃
の
子
弟
を
招
き
以
て
事
官
弟
子
と
矯
す
。
:
:
:
常
に
皐
官
の
憧
子
を
選
ん
で
、
便
坐
に
在
っ
て

事
を
受
け
し
め
る
(
師
十
日
日
く
、
便
坐
と
は
別
坐
な
り
、
以
て
誠
事
す
べ
き
も
、
正
廷
に
は
非
ざ
る
な
り
)

O

(

中
恋
人
九
文
翁
停
)

と
、
便
坐
に
お
い
て
覗
事
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
官
街
に
お
け
る
便
坐
が
、
長
官
の
私
的
空
間
で
あ
る
と
同
時
に
政
務
を
執
る

場
所
で
も
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
見
る
と
、
皇
帝
の
生
活
空
間
で
あ
る
禁
中
に
お
い
て
、
向
書
が
「
事
を
奏
」
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
皇

帝
が
政
務
を
執
っ
て
い
た
こ
と
は
、
何
ら
奇
妙
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
禁
中
も
ま
た
皇
帝
に
と
っ
て
私
的
空
間
で
あ
る
と
同
時
に
、

政
務
を
行
う
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
章
を
あ
ら
た
め
て
、
皇
帝
の
政
務
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
を
向
書
お
よ
び
中
朝
官
と
の
闘
係
か
ら

見
て
ゆ
こ
う
。

第
三
章

皇
帝
の
政
務
と
向
書

中
園
全
土
の
支
配
者
た
る
皇
帝
の
行
う
べ
き
職
務
は
多
岐
に
わ
た
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
家
祭
記
や
高
位
高
官
の
任

命
な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
非
日
常
的
か
つ
儀
瞳
的
な
色
彩
の
濃
い
も
の
で
は
な
く
、
ご
く
日
常
的
な
政
務
の
手
績
き
、
す
な
わ
ち
詔
書
の

設
布
と
上
奏
丈
の
決
裁
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。
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皇
帝
が
日
々
慮
理
す
べ
き
丈
書
の
分
量
が
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
始
皇
帝
が
毎
日
重
さ
に
し
て
百
一
一
十
斤
に
も
の

(
日
目
)

ぼ
る
文
書
を
、
自
ら
筆
を
執
っ
て
決
裁
し
た
と
い
う
記
銀
が
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
書
寓
材
料
と
し
て
は
紙
よ
り
も
重
い
筒
臆
が
用
い
ら
れ
た

こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
そ
の
庭
理
に
費
や
さ
れ
る
労
力
は
膨
大
な
も
の
で
あ
り
、
皇
帝
の
日
常
は
こ
う
し
た
文
書
の
決
裁
に
追
わ
れ
る
毎
日

だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
始
皇
帝
の
よ
う
に
自
ら
筆
を
執
る
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
例
外
で
あ
り
、
通
常
は
そ
の
傍
ら
に
は

書
記
が
居
て
文
書
の
由
処
理
を
補
助
も
し
く
は
代
行
し
て
い
た
は
ず
で
、
こ
の
貼
は
官
街
に
お
け
る
長
官
と
属
吏
と
の
聞
係
と
何
ら
饗
わ
り
は
な

(
日
)

ぃ
。
で
は
皇
帝
に
お
け
る
書
記
、
す
な
わ
ち
詔
書
の
起
草
や
上
奏
丈
に
針
す
る
批
答
の
作
成
を
行
う
|
|
唐
代
で
言
え
ば
中
書
舎
人
に
あ
た
る

|
|
官
は
、
具
瞳
的
に
は
ど
の
官
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
向
書
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(
向
書
)
侍
郎
は
三
十
六
人
、
四
百
石
。
本
注
に
日
く
、

一
曹
ご
と
に
六
人
有
り
、
文
書
を
作
る
お
よ
び
起
草
す
る
を
主
る
。
(
『
績
漢
書
』

十
日
{
呂
士
山
一
一
一
)

尚
書
の
官
属
を
召
し
て
、
脅
す
に
白
刃
を
以
て
し
て
、
訪
問
板
を
作
ら
し
む
。
(
「
後
漢
書
」
列
惇
五
九
賓
武
博
)

右
の
二
例
で
は
、
後
漢
で
は
尚
書
が
詔
書
を
起
草
し
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
遡
っ
て
前
漢
に
お
い
て
も
同
様
だ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
前
漢
の
向
書
に
闘
し
て
は
、
賓
武
停
の
よ
う
に
明
確
な
史
料
が
な
く
、
そ
の
た
め
従
来
は
、
鈴
木
虎
雄
氏
の
よ
う
に
前
漠

(
初
)

に
お
い
て
は
「
王
命
を
掌
る
専
門
の
職
官
が
無
か
っ
た
」
と
す
る
説
や
、
大
庭
惰
氏
お
よ
び
大
庭
氏
の
所
読
を
継
承
し
た
徐
世
虹
氏
の
よ
う
に
、

(
幻
)

御
史
大
夫
が
詔
書
の
起
草
を
行
事
つ
「
草
制
官
」
で
あ
っ
た
と
す
る
説
が
行
わ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
と
く
に
大
庭
説
の
首
否
に
つ
い

て
は
少
々
検
討
し
て
お
き
た
い
。
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大
庭
氏
が
「
御
史
大
夫
H

草
制
官
」
の
根
擦
と
さ
れ
る
の
は
、
居
延
か
ら
出
土
し
た
八
枚
の
筒
臆
を
大
庭
氏
が
一
つ
の
所
書
と
し
て
復
原
し

(
幻
)

た
元
康
五
年
詔
圭
日
瓜
別
で
あ
る
。
こ
の
詔
書
冊
に
お
い
て
は
、
元
康
五
年
(
前
六
一
)
の
夏
至
の
行
事
に
つ
い
て
、
ま
ず
御
史
大
夫
が
闘
係
諸
官

の
意
見
を
取
り
ま
と
め
た
上
で
、
さ
ら
に
白
ら
が
作
成
し
た
具
瞳
的
な
行
事
責
施
案
を
提
示
し
て
上
奏
丈
と
し
て
皇
帝
に
奉
り
、
つ
い
で
皇
帝

(
お
)

が
こ
れ
を
裁
可
す
る
こ
と
で
詔
書
と
し
て
の
放
力
を
付
輿
さ
れ
て
、
全
土
に
公
布
さ
れ
る
、
と
い
う
政
策
の
決
定
・
公
布
に
お
け
る
一
連
の
経

十
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過
が
如
賓
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
大
庭
氏
は
、

漢
代
の
制
書
(
引
用
者
注
・
・
詔
書
の
こ
と
)
の
多
く
が
「
制
詔
御
史
(
引
用
者
注
・
・
御
史
は
御
史
大
夫
の
こ
と
)
」

の
句
で
始
ま
る
こ
と
に
も
意

味
を
見
出
す
べ
き
で
、
皇
帝
は
御
史
に
封
し
て
方
針
を
制
書
に
よ
っ
て
示
し
、
貰
行
案
の
計
書
一
進
行
を
命
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
要
す

る
に
御
史
は
:
:
:
い
わ
ゆ
る
「
草
制
の
官
」
で
あ
っ
て
、
丈
童
日
の
起
草
に
も
首
た
っ
た
。

と
結
論
し
、

や
が
て
御
史
の
職
務
は
向
書
に
代
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
見
で
は
大
庭
氏
の
こ
の
所
説
に
は
二
重
の
誤
解
が
あ
る
と
考
え
る
。
第
一
に
、
「
草
制
」
リ
「
政
策
賓
施
案
の
作
成
」
と

す
る
酷
で
あ
る
。
草
制
と
は
|
|
漢
代
に
は
見
ら
れ
な
い
語
で
あ
る
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
後
代
に
お
け
る
語
義
を
一
不
す
ほ
か
な
い
が
|
|
例
え
ば

(
江
)

唐
代
に
お
い
て
は
、
中
書
舎
人
も
し
く
は
翰
林
肇
士
が
「
王
言
」
の
起
草
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
、
唐
代
の
尚
書
省
が
闘
係
諸

官
の
意
見
を
取
り
ま
と
め
た
上
で
皇
帝
に
裁
可
を
請
う
際
に
は
、
こ
れ
を
草
制
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
を
漢
代
に
敷
桁
し
て
考
え
る
な
ら

ば
、
元
康
五
年
詔
書
冊
に
お
い
て
御
史
大
夫
が
行
っ
て
い
る
よ
う
な
、
「
政
策
費
施
案
を
作
成
」
し
た
上
で
皇
帝
に
裁
可
を
請
う
と
い
う
行
潟

も
、
草
制
と
稽
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
同
詔
書
加
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
賓
施
案
と
は
、
あ
く
ま
で
御
史
大
夫
の
言
葉
と
し
て
奉
ら
れ
た
上
奏
丈
な
の
で
あ
り
、
皇
帝
の

裁
可
を
経
て
結
果
と
し
て
詔
書
と
し
て
の
穀
力
を
付
奥
さ
れ
た
と
は
い
え
、
こ
れ
を
皇
帝
自
身
が
護
す
る
言
葉
、
す
な
わ
ち
王
言
と
同
一
組
す

(
お
)

る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
酷
で
あ
る
。
同
詔
書
加
の
中
で
、
強
い
て
王
言
に
あ
た
る
部
分
を
奉
げ
れ
ば
、
御
史
大
夫
の
上
奏
丈
に
封
す
る
裁

可
の
丈
言
「
制
日
可
」
の
み
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
こ
の
元
康
五
年
詔
書
冊
か
ら
だ
け
で
は
、
こ
の
丈
言
を
誰
が
書
く
の
か

i皇
帝
白
身
か
御

史
大
夫
か
、
そ
れ
と
も
尚
書
か
|
|
は
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
別
の
史
料
に
よ
っ
て
、
御
史
大
夫
が
王
言
の
護
布
お
よ
び
上
奏
丈

の
裁
可
に
閲
わ
り
得
た
か
否
か
を
検
討
し
た
い
。

漢
代
の
詔
書
の
う
ち
大
庭
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
第
一
形
式
」
は
、
皇
帝
が
自
ら
の
意
志
で
一
方
的
に
命
令
を
下
す
際
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ

(
お
)

り
、
あ
た
か
も
唐
代
の
王
言
に
相
賞
す
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
第
一
形
式
の
詔
書
の
多
く
に
は
、
官
頭
に
「
制
詔
御
史
」
と
御
史
大

十
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夫
に
向
け
て
愛
せ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
丈
言
が
冠
さ
れ
て
い
る
。
も
し
御
史
大
夫
が
、
こ
う
し
た
第
一
形
式
の
詔
書
の
起
草
を
行
っ
た
と
す
る

な
ら
ば
、
自
ら
が
起
草
し
た
詔
書
が
自
ら
に
宛
て
て
護
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
若
干
の
手
績
き
上
の
不
合
理
性
を
感
じ
ざ
る
を
得
な

ぃ
。
む
し
ろ
、
少
な
く
と
も
「
制
詔
御
史
」
と
冠
さ
れ
た
詔
書
に
つ
い
て
は
、
他
の
官
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
、
と
想
定
す
る
方
が
自
然
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
御
史
大
夫
の
官
街
す
な
わ
ち
御
史
大
夫
寺
が
置
か
れ
た
の
は
、
皇
帝
に
さ
ほ
ど
身
近
な
所
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ

(
訂
)

れ
、
こ
の
貼
で
も
、
御
史
大
夫
に
よ
る
詔
書
の
起
草
を
想
定
す
る
の
に
跨
跨
を
畳
え
ざ
る
を
得
な
い
。

つ
い
で
、
昭
帝
時
代
に
領
尚
書
事
の
左
将
軍
上
官
祭
が
、
昭
帝
の
兄
の
燕
王
劉
旦
お
よ
び
御
史
大
夫
の
桑
弘
羊
ら
と
結
託
し
て
、
同
じ
く
領

尚
書
事
で
あ
る
大
司
馬
大
将
軍
塞
光
の
失
脚
を
謀
っ
て
、
配
下
に
霊
光
を
誹
誇
す
る
詐
り
の
上
奏
丈
を
奉
ら
せ
た
際
の
こ
と
が
、
巻
六
八
雲
光

停
で
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

詐
り
て
人
を
し
て
燕
王
の
上
書
を
矯
さ
し
め
て
言
く
「
:
:
:
(
光
)
は
檀
に
莫
府
の
校
尉
を
調
盆
す
。
光
は
専
権
白
恋
た
り
、
疑
う
ら
く

は
非
常
の
こ
と
有
ら
ん
。
:
:
:
」
と
。
光
の
出
で
て
川
派
す
る
日
を
候
司
し
て
之
を
奏
し
、
築
は
中
よ
り
其
の
事
を
下
さ
ん
と
欲
し
、
桑
弘

羊
は
首
さ
に
諸
大
臣
と
共
に
光
を
執
え
退
け
ん
と
す
。
童
日
は
奏
さ
れ
る
も
、
帝
は
下
す
を
肯
ん
ぜ
ず
。

こ
こ
で
詐
り
の
上
奏
丈
を
裁
可
・
下
達
し
よ
う
と
す
る
の
は
領
向
書
事
た
る
上
官
築
で
あ
り
、
御
史
大
夫
の
桑
弘
羊
の
役
回
り
は
、
裁
可
さ
れ

た
上
奏
丈
に
も
と
づ
き
塞
光
を
逮
捕
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
こ
こ
か
ら
御
史
大
夫
が
上
奏
丈
の
裁
可
に
関
わ
り
得
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

つ
い
で
、

一
方
の
尚
書
に
日
を
轄
じ
る
と
、
先
に
引
い
た
塞
光
停
の
一
文
の
直
後
に
は
、

明
日
寸
:
:
:
上
日
く
「
:
:
:
朕
は
こ
の
書
の
詐
り
な
る
を
知
る
、
将
軍
に
は
罪
な
し
」
と
。
光
日
く
「
陛
下
は
何
を
以
て
之
を
知
る
か
」

と
。
上
日
く
「
:
:
:
校
尉
を
調
し
て
以
来
、
未
だ
能
く
十
日
な
ら
ず
、
燕
王
は
何
を
以
て
之
を
知
る
得
る
か
。
且
つ
将
軍
の
非
を
矯
さ
ん

と
す
る
や
、
校
尉
を
須
た
ず
」
と
。
こ
の
時
、
帝
は
年
十
固
な
れ
ば
、
白
書
・
左
右
は
比
白
な
驚
く
。

267 

と
あ
り
、
皇
帝
が
政
務
を
執
る
傍
ら
に
尚
書
が
控
え
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
過
去
に
下
さ
れ
た
詔
書
の
控
え
を
保
管
し
て
い
た
の

(
お
)

は
尚
書
で
あ
り
、
ま
た
哀
帝
の
時
の
尚
書
僕
射
鄭
崇
は
、
帝
が
祖
母
で
あ
る
停
太
后
の
従
弟
停
商
を
列
侯
に
封
じ
よ
う
と
し
た
際
に
、
「
詔
書

十

11 
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(
m
m
)
 

の
案
」
す
な
わ
ち
受
け
取
っ
た
詔
書
を
載
せ
る
蓋
を
持
っ
て
立
ち
上
が
り
諌
め
た
と
い
う
。
以
上
よ
り
、
前
漢
に
お
い
て
皇
帝
の
書
記
と
し
て

詔
書
の
起
草
お
よ
び
批
答
の
作
成
に
あ
た
っ
て
い
た
の
は
、
大
庭
氏
の
言
う
よ
う
な
御
史
大
夫
で
は
な
く
、
皇
帝
の
傍
ら
に
居
た
尚
書
で
あ
っ

た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
尚
書
の
職
掌
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
「
丈
書
の
取
り
次
ぎ
」
、
す
な
わ
ち
上
奏
丈
の
皇
帝
へ
の
惇
達
お
よ
び
詔
書
の
下
達
、
と

い
う
側
面
が
重
頑
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
領
尚
書
事
が
、

パ一》
F
勺

故
事
で
は
、
諸
そ
上
書
す
る
者
は
訪
日
な
一
一
封
を
矯
し
て
、
其
の
一
に
署
し
て
副
と
日
い
、
向
書
を
領
す
る
者
は
先
に
副
封
を
設
い
て
、
一
言

う
所
不
善
な
れ
ば
、
扉
去
し
て
奏
せ
ず
。
(
巻
七
四
貌
相
惇
)

と
い
う
権
限
を
有
し
て
お
り
、
且
つ
こ
の
権
限
が
霊
光
浸
後
に
お
け
る
権
力
闘
争
の
要
因
の
一
つ
だ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
領
尚
書
事
と
尚
書

と
の
闘
係
に
つ
い
て
は
後
遮
す
る
が
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
な
上
奏
丈
を
握
り
つ
ぶ
す
よ
う
な
権
限
を
、
向
書
令
以
下
の
向
書
の
諸
官
が

有
し
て
い
た
と
の
史
料
は
見
出
せ
な
い
。
さ
ら
に
官
街
に
お
い
て
も
、
受
信
文
書
の
長
官
へ
の
取
り
次
ぎ
と
官
街
か
ら
の
文
書
護
信
と
は
、
書

記
の
職
務
の
一
つ
で
あ
り
、
向
書
に
よ
る
上
奏
丈
の
取
り
次
ぎ
も
皇
帝
の
書
記
と
し
て
の
職
務
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、
必
要
以
上
に
重
覗
す
べ
き

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

向
圭
日
の
職
務
の
具
瞳
的
な
手
績
き
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
史
料
が
無
く
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
以
下
で
は
、
遺
境
の
官
街
に

お
け
る
書
記
の
職
務
に
つ
い
て
、
筒
臆
史
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
貼
を
一
一
一
一
一
示
し
て
、
向
童
日
の
職
務
遂
行
の
様
相
を
窺
う
一
助
と
し
て
お

き
た
い
。
ま
ず
丈
書
受
信
の
手
績
と
し
て
は
、
迭
ら
れ
て
き
た
丈
書
は
書
記
が
受
け
取
っ
て
開
封
す
る
が
、
こ
の
際
に
は
と
く
に
長
官
の
面
前

で
開
封
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
の
後
書
記
は
受
信
し
た
丈
書
に
つ
い
て
受
信
日
簿
を
作
成
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

つ
い
で
文
書
護
信
の
手
績
き
は
、
ま
ず
書
記
が
文
書
を
作
成
し
て
自
ら
署
名
を
す
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
草
案
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
で
は
丈

書
と
し
て
正
式
の
放
力
を
も
た
な
い
。
丈
書
を
正
式
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
二
週
り
の
方
法
が
あ
る
。

一
つ
は
草
案
作
成
の
際
に
長
官
の

名
前
の
入
る
部
分
を
空
白
に
し
て
お
き
、
護
信
に
先
だ
っ
て
長
官
が
こ
こ
に
署
名
を
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

い
ま
一
つ
は
書
記
が
長
官
の

十
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名
前
を
も
書
き
入
れ
た
草
案
を
長
官
に
提
出
し
、
長
官
が
常
時
所
持
す
る
自
ら
の
官
印
に
よ
っ
て
こ
れ
を
封
印
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
封

(
沼
)

お
そ
ら
く
保
存
用
の
控
え
を
作
成
し
、
封
印
・
護
信
の
後
そ
れ
を
記
録
し
た
設
信
日
簿
を
作
成
す
る
。

印
に
先
立
っ
て
書
記
は
、

官
街
の
書
記
が
行
う
右
の
よ
う
な
一
連
の
手
績
き
は
、
お
そ
ら
く
大
筋
で
は
、
皇
帝
の
書
記
た
る
向
書
に
お
い
て
も
同
様
だ
っ
た
と
推
定
し

つ
い
で
次
章
で
は
、
こ
う
し
た
尚
書
の
職
務
に
中
朝
官
が
、
ど
の
よ
う
に
闘
輿
し
て
い
た
か
を
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。

て
良
い
で
あ
ろ
う
。

第
四
章

中

朝

官

の

職

務

第
一
節

給
事
中
・
諸
吏

先
に
引
い
た
居
住
光
俸
の
丈
中
に
は
、
前
後
を
接
績
す
る
際
に
「
明
日
一
」
と
あ
り
、
そ
こ
か
ら
こ
の
記
事
が
連
績
し
た
一
一
日
間
の
出
来
事
を
記

し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
禁
中
に
お
け
る
皇
帝
と
向
書
に
よ
る
政
務
は
、
毎
日
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
中
朝
官
は
、
日
々
行
わ
れ
る
皇
帝
と
尚
書
の
政
務
に
ど
の
よ
う
に
閥
興
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
漠
儀
注
」
に
は
、

諸
そ
給
事
中
は
日
ご
と
に
朝
謁
を
上
り
、
向
圭
日
の
奏
事
を
干
し
、
分
ち
て
左
右
曹
と
矯
す
。
以
て
殿
中
に
事
え
る
有
り
、
故
に
給
事
中
と

日
う
。
多
く
名
儒
・
固
親
が
之
と
矯
り
、
左
右
顧
問
を
掌
る
。
(
『
太
平
御
覧
』
巻
一
一
一
一
一
所
引
)

諸
吏
・
給
事
中
は
日
ご
と
に
朝
謁
を
上
り
、
向
書
の
奏
事
を
平
し
、
分
ち
て
左
右
曹
と
矯
す
。
(
百
官
表
注
所
引
)

と
あ
り
、
諸
吏
・
給
事
中
は
毎
日
、
皇
帝
に
拝
謁
し
た
う
え
で
尚
書
を
め
ぐ
る
政
務
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
諸
吏
や

給
事
中
が
行
う
、
「
尚
書
の
奏
事
を
平
す
」
が
ど
の
よ
う
な
行
渇
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
私
見
で
は
、
こ

(
お
)

の
「
平
」
と
は
「
評
」
と
同
義
で
あ
り
、
ま
た
「
向
書
の
奏
事
」
と
は
向
書
が
取
り
次
い
だ
上
奏
丈
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
わ
な
ち
諸
吏
・
給

事
中
の
職
務
は
、
皇
帝
が
上
奏
丈
を
決
裁
す
る
に
あ
た
っ
て
評
議
し
、
皇
帝
の
判
断
を
助
け
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
「
尚
書
の
事
を
受
け
る
」

269 

諸
曹
も
同
様
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
許
議
の
様
相
を
具
躍
的
に
示
す
史
料
は
残
念
な
が
ら
皆
無
に
近
い
が
、
た
だ
巻
七
六
張
倣
惇
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に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

宣
帝
は
倣
を
徴
し
て
太
中
大
夫
と
矯
し
、
子
定
固
と
並
び
尚
書
の
事
を
平
せ
し
む
。
達
を
正
す
を
以
て
大
将
軍
霊
光
に
杵
ら
う
。

張
倣
は
中
朝
官
で
は
な
く
、
「
論
議
を
掌
る
(
百
官
表
)
」
大
夫
で
あ
る
が
、
や
は
り
「
尚
書
の
事
を
平
」
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
張
倣

が
領
尚
書
事
層
住
光
に
針
し
て
「
遣
を
正
す
を
以
て
件
ら
っ
た
」
と
い
う
貼
で
あ
る
。
先
の
霊
光
俸
に
お
い
て
、
皇
帝
と
向
書
が
い
る
場
に
、
領

向
書
事
の
震
光
と
上
官
築
も
同
席
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
は
張
倣
が
間
接
的
に
漠
然
と
重
光
を
批
判
し
た
と
い
う
の
で
は

な
く
、
皇
帝
の
面
前
に
お
い
て
「
向
書
の
奏
事
」
を
評
議
す
る
中
で
、
張
倣
が
霊
光
を
直
接
論
難
し
た
の
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
評
議
は
、
官
街
に
お
け
る
丈
書
作
成
の
過
程
で
も
行
わ
れ
て
お
り
、
児
寛
が
廷
尉
張
湯
の
従
史
で
あ
っ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

時
に
疑
奏
有
り
、
己
に
再
び
叩
け
ら
れ
、
抜
史
は
矯
す
所
を
知
ら
ず
。
寛
は
矯
め
に
其
の
意
を
言
、
つ
に
、
嫁
史
は
因
り
て
寛
を
し
て
奏
を

矯
さ
し
む
。
奏
成
り
て
、
之
を
讃
み
て
皆
な
服
し
、
以
て
廷
尉
湯
に
白
す
。
湯
は
大
い
に
驚
き
、
寛
を
召
し
て
輿
も
に
語
り
、
乃
ち
其
の

材
を
奇
と
し
て
、
以
て
抜
と
属
す
。
(
巻
五
八
児
寛
惇
)

と
あ
る
。
上
奏
丈
の
作
成
に
あ
た
っ
て
廷
尉
寺
の
属
吏
た
ち
の
聞
で
は
、
お
そ
ら
く
は
侃
々
誇
々
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
前
漢
後
期
に
お
け
る
中
朝
官
に
よ
る
評
議
・
舎
議
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
永
田
英
正
氏
が
そ
の
存
在
を
指
摘
し
、
「
外
朝
の
責
任
者
た

(
お
)

る
丞
相
や
御
史
大
夫
の
非
達
、
非
法
を
糾
弾
す
る
一
種
の
監
察
機
関
と
し
て
の
役
割
を
も
っ
て
い
た
」
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
水
田
氏
の
翠
げ

た
事
例
が
、
丞
相
や
御
史
大
夫
へ
の
糾
弾
と
い
う
議
題
か
ら
も
容
易
に
想
像
で
き
る
よ
う
に
、

い
わ
ば
非
常
事
態
へ
の
封
躍
を
目
的
と
し
た
舎

議
で
あ
っ
た
の
に
封
し
て
、
筆
者
が
こ
こ
で
指
摘
す
る
「
平
向
書
奏
事
」
と
は
、

よ
り
頻
繁
に
行
わ
れ
る
極
め
て
日
常
的
な
|
|
そ
れ
故
に
史

料
に
記
録
さ
れ
に
く
い
|
|
評
議
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
日
常
的
な
「
向
書
奏
事
」
を
め
ぐ
る
評
議
に
、
給
事
中
・
諸
吏
以
外
の
中
朝
官
す
な
わ
ち
侍
中
・
中
常
侍
が
参
加
し

た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
明
確
に
一
不
す
史
料
は
見
出
せ
な
い
。
ま
た
逆
に
侍
中
・
中
常
侍
に
つ
い
て
は
、
禁
中
に
お
い
て
皇
帝
と
起
臥

を
と
も
に
す
る
、
も
し
く
は
宴
席
に
伺
候
す
る
こ
と
か
ら
、
は
て
は
便
器
・
疾
壷
の
管
理
に
至
る
ま
で
、
政
務
以
外
の
場
面
で
皇
帝
に
近
侍
す
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(
却
)

る
事
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
に
封
し
て
、
給
事
中
・
諸
吏
に
は
そ
う
し
た
例
は
皆
無
で
あ
る
。
筆
者
は
先
に
、
個
々
の
中
朝
官
は
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
目
的
に
庭
じ
て
設
置
さ
れ
た
と
推
測
し
た
が
、
そ
の
理
由
の
一
端
は
、
こ
う
し
た
侍
中
・
中
常
侍
と
給
事
中
・
諸
吏
と
の
相
違
な
の

で
あ
る
。
こ
の
相
違
に
も
と
マ
つ
い
て
、
各
々
の
設
置
目
的
を
強
い
て
|
|
す
で
に
遮
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
を
明
示
す
る
史
料
は
存
在
し
な
い

|
|
想
定
す
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
給
事
中
と
い
う
官
名
に
み
え
る
「
事
」
と
い
う
丈
字
は
、
し
ば
し
ば
政
事
も
し
く
は

事
務
の
意
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
給
事
中
に
求
め
ら
れ
た
の
は
「
向
書
奏
事
」
の
庭
理
な
ど
政
治
の
(
貫
務
の
遂
行
で
あ
り
、
こ
れ
に

(
幻
)

封
し
て
、
侍
中
・
中
常
侍
に
は
政
務
云
々
よ
り
も
、
む
し
ろ
皇
帝
の
身
近
に
「
侍
る
こ
と
」
そ
れ
白
瞳
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
と

よ
り
侍
中
・
中
常
侍
も
ま
た
皇
帝
の
政
務
に
閲
奥
し
て
い
た
こ
と
は
、
次
節
に
引
く
史
料
や
他
に
も
多
数
見
え
て
い
る
が
、
侍
中
・
中
常
侍
が

皇
帝
の
傍
ら
で
行
っ
て
い
た
こ
と
は
先
に
見
た
よ
う
に
様
々
で
あ
り
、
政
務
へ
の
闘
奥
は
そ
の
一
端
で
し
か
な
い
と
考
え
る
の
が
委
雷
で
あ
ろ

ぅ
。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、
皇
帝
の
政
務
遂
行
に
お
い
て
侍
中
・
中
常
侍
の
占
め
る
比
重
が
、
給
事
中
よ
り
も
劣
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
節
を
改
め
て
見
て
ゆ
こ
う
。

第
二
節

侍

中

・

中

常

侍

二
O
世
紀
初
頭
の
筒
臆
史
料
の
出
土
以
来
、
漢
代
に
お
い
て
丈
書
行
政
が
高
度
に
護
達
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
賓
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
重
要
性
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
が

一
方
で
、
あ
る
官
街
内
部
に
お
け
る
政
務
の
執
行
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
口
頭
に
よ
る
意
志
の

惇
達
が
よ
り
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
察
さ
れ
る
。
先
の
児
寛
停
に
見
え
る
よ
う
に
、

は
「
白
す
」
と
表
現
さ
れ
る
が
、
中
朝
官
が
こ
れ
を
行
っ
た
事
例
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、

口
頭
に
よ
る
意
志
の
惇
達

常
侍
(
王
)
聞
は
前
に
大
司
農
中
丞
た
り
で
、
数
々
、
昌
陵
は
成
す
べ
か
ら
ざ
る
を
奏
し
、
侍
中
・
衛
尉
(
淳
子
)
長
は
数
々
、
宜
し
く

早
く
止
め
ん
こ
と
を
白
す
。
(
巻
一

O
成
帝
本
紀
)

271 

左
将
軍
上
官
築
父
子
お
よ
び
御
史
大
夫
桑
弘
羊
は
皆
な
燕
王
・
蓋
主
と
反
を
謀
り
諒
さ
れ
、
(
大
司
馬
・
領
尚
書
事
霊
)
光
は
朝
に
奮
臣
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無
き
を
以
て
、
安
世
を
用
て
右
将
軍
光
椋
動
と
矯
し
、
以
て
自
ら
の
副
た
ら
し
め
ん
こ
と
を
白
す
。
(
巻
五
九
張
安
世
惇
)

(
大
司
馬
・
領
尚
書
事
王
)
葬
の
擢
は
日
々
に
盛
ん
に
し
て
、
(
大
司
徒
孔
)
光
は
憂
憧
し
て
出
す
所
を
知
ら
ず
、
上
書
し
て
骸
骨
を
乞

ぅ
。
葬
は
太
后
に
「
帝
は
幼
少
な
り
、
宜
し
く
師
停
を
置
く
べ
し
」
と
白
し
、
光
を
徒
し
て
帝
の
太
停
と
矯
す
。
(
巻
八
一
孔
光
惇
)

新
都
侯
王
葬
は
固
に
就
い
て
数
年
、
:
:
:
葬
の
従
弟
の
成
都
侯
王
邑
は
侍
中
と
震
り
、
矯
り
て
太
皇
太
后
の
指
と
稽
し
て
哀
帝
に
白
し
て
、

葬
の
矯
め
に
特
進
・
給
事
中
を
求
む
。
(
巻
八
六
何
武
惇
)

な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
お
、
中
朝
に
お
い
て
こ
う
し
た
「
白
」
に
よ
っ
て
意
見
を
述
べ
る
の
は
多
く
の
場
合
、
領
尚
書
事
も
し
く
は
侍
中
で

あ
り
、
給
事
中
が
「
白
」
を
行
う
例
は
少
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
侍
中
が
給
事
中
に
比
べ
て
、
よ
り
皇
帝
に
親
近
な
外
戚
や
寵
臣
が
任
じ
ら
れ

て
皇
帝
の
私
的
生
活
に
も
闘
わ
り
得
た
た
め
、
「
白
」
を
行
う
機
舎
が
多
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
原
因
で
あ
ろ
う
。
皇
帝
が
最
も
信
頼
す
る
者
が

任
じ
ら
れ
る
領
向
書
事
に
つ
い
て
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。
と
も
あ
れ
、
上
奏
丈
に
よ
る
か
皇
帝
に
よ
る
召
見
を
被
る
か
し
な
け
れ
ば
、
白
読
を

皇
帝
に
惇
達
し
得
な
い
一
般
の
官
僚
と
は
異
な
り
、
禁
中
に
お
い
て
皇
帝
に
近
侍
す
る
中
朝
官
は
、
随
時
「
白
」
に
よ
っ
て
自
説
を
陳
述
で
き

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
私
生
活
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
日
々
皇
帝
に
近
侍
す
る
こ
と
で
、
そ
の
意
向
を
熟
知
し
得
る
中
朝
官
の
言
説
は
、
皇
帝
に

(
お
)

封
し
て
よ
り
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
侍
中
・
中
常
侍
に
つ
い
て
は
、
「
尚
書
奏
事
」
を
め
ぐ
る
許
議
へ
の
参
加
が
確
認
で
き
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
ら

の
官
が
、
文
書
の
庭
理
に
閥
輿
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

雲
氏
の
反
を
謀
る
や
、
揮
は
先
に
聞
知
し
て
、
侍
中
金
安
上
に
因
り
て
以
聞
し
、
召
見
さ
れ
て
肢
を
言
、
っ
。
(
巻
六
六
楊
憧
惇
)

語
は
露
す
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
願
く
は
具
さ
に
言
わ
ん
と
す
る
所
を
書
し
て
、
侍
中
に
因
り
て
陛
下
に
奏
す
。
(
巻
八
五
谷
永
惇
)

息
夫
朗
・
孫
寵
等
は
、
中
常
侍
宋
弘
に
因
り
て
上
書
し
て
束
卒
王
雲
の
覗
誼
を
告
す
。
(
巻
八
六
何
武
惇
)

い
わ
ば
非
公
式
の
径
路
に
よ
っ
て
一
般
官
僚
の
意
見
を
皇
帝
に
惇
達

と
あ
る
よ
う
に
、
侍
中
・
中
常
侍
は
、

お
そ
ら
く
は
向
書
を
経
由
せ
ぬ
、

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
内
容
は
謀
反
の
告
護
と
い
っ
た
緊
急
性
の
高
い
、
も
し
く
は
他
へ
の
露
見
を
避
け
る
べ
き
機
密
を
要
す
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る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
侍
中
・
中
常
侍
に
よ
る
上
奏
丈
惇
達
が
、
向
主
日
を
通
じ
て
の
上
奏
丈
の
取
り
次
ぎ
に
比
べ
て
、

よ
り
重
要
で
あ
っ
た

可
能
性
は
高
い
。
な
お
、
機
密
性
の
高
い
上
奏
丈
と
し
て
は
封
事
の
存
在
が
あ
る
。

業
平
侯
(
居
住
)
山
は
復
た
向
主
日
の
事
を
領

L
、
相
は
平
恩
侯
許
伯
に
因
り
て
封
事
を
奏
す
。
(
巻
七
回
貌
相
惇
)

貌
大
夫
(
御
史
大
夫
貌
相
)
は
丞
相
と
矯
り
、
数
々
、
燕
見
し
て
事
を
言
、
っ
。
平
恩
侯
は
侍
中
金
安
上
等
と
径
ち
に
省
中
に
出
入
す
。
時

に
霊
山
は
自
若
と
し
て
向
書
を
領
す
る
も
、
上
は
吏
民
を
し
て
封
事
を
奏
し
て
、
向
書
に
閲
せ
ざ
る
を
得
せ
し
む
。
(
巻
六
八
雲
光
惇
)

封
事
と
は
、
宣
帝
の
親
政
開
始
後
の
こ
と
と
し
て
右
に
見
え
る
よ
う
に
、
向
書
お
よ
び
領
尚
書
事
を
経
由
せ
ず
に
皇
帝
に
停
達
さ
れ
る
上
奏
の

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
後
、
官
一
帝
は
封
事
に
よ
っ
て
下
情
を
知
る
こ
と
で
、
震
氏
の
専
権
を
奪
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
貌
相

が
奉
っ
た
封
事
は
平
恩
侯
許
伯
に
よ
っ
て
宣
帝
に
取
り
次
が
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

田
中
良
氏
は
、
こ
の
許
伯
は
禁
中
に
出
入
り
し
て
お
り
、

(

刊

日

)

封
事
と
は
中
朝
官
の
手
に
よ
っ
て
皇
帝
に
届
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の
説
を
提
示
す
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
中
朝
官
の
機
能
の
一

端
が
さ
ら
に
明
確
に
な
る
の
だ
が
、
た
だ
し
、
許
伯
は
宣
帝
許
皇
后
の
父
許
慶
漢
と
同
一
人
物
(
巻
七
一
疏
贋
惇
補
注
)
す
な
わ
ち
宜
官
で
あ
り
、

ま
た
彼
に
は
侍
中
・
中
常
侍
な
ど
の
中
朝
官
を
加
官
さ
れ
た
経
歴
は
見
出
せ
な
い
。
さ
ら
に
霊
光
俸
に
は
そ
の
後
の
こ
と
を
、

上
書
す
る
者
は
益
々
結
く
、
蓋
く
封
事
を
奏
し
、
親
ち
中
書
令
に
下
し
て
出
で
て
之
を
取
ら
し
め
、
向
圭
日
に
闘
せ
ず
。

と
記
し
、
封
事
が
中
書
令
す
な
わ
ち
官
官
に
よ
っ
て
受
信
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
許
伯
が
封
事
を
取
り
次
い
だ
の
は
官

し
た
が
っ
て
筆
者
は
、
現
時
賄
で
は
封
事
と
中
朝
官
の
関
わ
り
に
つ
い
て

官
た
る
が
故
で
あ
っ
た
、
と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
り
、

は
判
断
を
保
留
と
し
て
お
く
の
が
良
い
と
考
え
る
。

以
上
、
皇
帝
と
尚
書
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
る
政
務
に
、
中
朝
官
が
ど
の
よ
う
に
閥
興
し
て
い
た
か
を
検
討
し
て
き
た
。
再
び
官
街
を
警
防

に
用
い
て
表
現
す
る
な
ら
ば
、
要
す
る
に
中
朝
官
は
禁
中
に
お
い
て
|
|
少
な
く
と
も
政
務
の
側
面
で
は
|
|
、
長
官
た
る
皇
帝
と
書
記
官
た

る
尚
書
と
を
取
り
ま
く
長
官
官
房
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
皇
帝
の
官
房
に
お
い
て
は
、
日
常
的
に
尚
書
に
よ
っ
て
取
り
次
が
れ
る

273 

上
奏
丈
の
決
裁
に
際
し
て
は
、
給
事
中
・
諸
吏
が
許
議
を
通
じ
て
皇
帝
の
判
断
を
補
佐
し
、
ま
た
侍
中
・
中
常
侍
ら
は
随
時
の
「
白
」
に
よ
っ
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て
皇
帝
の
政
策
決
定
に
助
言
を
し
、
ま
た
緊
急
性
・
機
密
性
の
高
い
文
書
を
向
書
を
経
る
こ
と
な
く
皇
帝
に
取
り
次
ぐ
こ
と
で
、
政
策
決
定
に

迅
速
性
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
節

童
日

事

領

向

周
知
の
よ
う
に
武
帝
崩
御
の
後
、
幼
少
の
昭
帝
が
即
位
し
、
武
帝
の
遺
詔
に
よ
っ
て
重
光
・
金
日
硝
・
上
官
築
の
三
人
が
昭
帝
を
補
佐
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
領
向
書
事
の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
領
尚
書
事
の
権
限
が
何
に
も
と
づ
く
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
様
々
な

説
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
見
解
の
一
致
を
見
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
前
節
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
よ
う
な
、
中
朝
の
皇
帝

の
官
房
と
し
て
の
機
能
を
踏
ま
え
た
上
で
、
領
尚
書
事
の
中
朝
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
二
三
の
私
見
を
示
し
た
い
。
た
だ
し
、
領
尚
書

事
の
「
職
掌
」
に
つ
い
て
は
、
充
分
な
論
誼
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
史
料
は
、
残
念
な
が
ら
現
時
貼
で
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
以
下
に
述
べ
る
こ

と
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
仮
説
で
し
か
な
い
こ
と
務
め
お
断
り
し
て
お
く
。

領
尚
書
事
と
い
う
語
が
、
史
書
や
筒
臆
史
料
に
み
え
る
「
行
某
官
事
」
と
い
う
表
現
に
類
似
す
る
と
い
う
貼
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
行
研

究
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
行
某
官
事
」
と
は
「
某
官
の
職
務
を
代
行
す
る
」
の
意
で
、
あ
る
官
職
に
就
い
て
い
る
者
が
何
ら
か
の

理
由
で
不
在
も
し
く
は
依
員
で
あ
る
と
き
に
、
他
の
官
に
あ
る
も
の
が
職
務
を
代
行
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
代
行
さ
れ
る
官
職
は
、

(
判
)

上
は
丞
相
か
ら
遺
境
の
都
尉
や
郭
候
に
い
た
る
ま
で
様
々
だ
が
、
い
ず
れ
も
官
街
の
長
官
も
し
く
は
丞
な
ど
の
長
吏
で
あ
る
。
し
か
し
管
見
の

(
4
)
 

限
り
で
は
、
書
記
の
職
務
が
他
官
に
よ
っ
て
代
行
さ
れ
た
と
い
う
事
例
は
見
出
せ
ず
、
そ
う
す
る
と
領
尚
書
事
も
、
書
記
で
あ
る
尚
書
の
職
務

を
代
行
す
る
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

そ
も
そ
も
領
尚
書
事
に
就
任
し
た
者
は
、

い
ず
れ
も
三
公
ク
ラ
ス
の
高
位
高
官
で
あ
り
、

彼
ら
が
た
か
だ
か
数
百
石
程
度
の
尚
書
の
職
務
を
代
行
す
る
と
い
う
こ
と
も
想
定
し
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
領
尚
書
事
と
は
「
行
某
官
事
」
の

よ
う
な
車
純
な
職
務
代
行
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

領
尚
書
事
の
政
務
遂
行
の
様
相
を
示
す
史
料
と
し
て
は
、
第
三
章
に
も
引
い
た
霊
光
俸
の
記
事
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
領
尚
書
事
の
在
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光
・
上
官
築
と
尚
書
と
が
昭
帝
に
近
侍
し
て
お
り
、
上
官
築
が
上
奏
丈
の
決
裁
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
さ
て
、
皇
帝
と
尚
書
の

聞
係
を
官
街
の
長
官
と
書
記
と
に
比
定
す
る
と
す
れ
ば
、
領
出
向
童
日
事
は
官
街
に
お
い
て
は
何
に
あ
た
る
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
述
べ
る
な
ら
ば
、

筆
者
は
長
官
の
代
行
者
に
あ
た
る
、
換
言
す
れ
ば
領
向
書
事
と
は
皇
帝
の
代
行
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
例
え
ば
「
行
皇

帝
事
」
な
ど
と
言
わ
ぬ
の
は
、
臣
下
と
し
て
あ
ま
り
に
不
遜
な
表
現
で
あ
り
、
直
接
的
に
言
、
つ
の
を
惜
っ
た
た
め
で
ろ
う
。
高
貴
な
人
物
に
閥

わ
る
こ
と
が
ら
を
椀
曲
的
に
表
現
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
習
慣
で
あ
り
、
至
隼
の
皇
帝
に
封
し
で
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
「
山
川
書
事
」

と
は
、
「
皇
帝
が
慮
理
す
べ
き
尚
書
に
闘
わ
る
政
務
」
の
椀
曲
表
現
で
あ
ろ
う
。

右
の
よ
う
に
考
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
領
尚
書
事
の
権
限
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
定
説
と
さ
れ
て
き
た
上
奏
丈
の
裁
可
や
白
ら
に
不
利
な
上

奏
丈
を
握
り
つ
ぶ
す
こ
と
な
ど
に
止
ま
ら
ず
、
自
ら
の
意
志
を
詔
書
と
し
て
護
す
る
こ
と
さ
え
で
き
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

同
じ
職
務
代
行
で
あ
っ
て
も
、
官
街
の
長
官
が
訣
員
で
あ
る
場
合
な
ど
と
は
異
な
り
、
皇
帝
位
が
空
位
に
な
る
こ
と
は
ま
ず
皆
無
で
あ
り
、
領

向
書
事
と
向
童
日
お
よ
び
中
朝
官
が
政
務
を
遂
行
す
る
場
に
臨
御
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
皇
帝
は
禁
中
に
存
在
し
て
お
り
、
領
向
書
事
と

(
幻
)

い
え
ど
も
そ
の
意
向
に
反
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
震
光
停
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
領
尚
書
事
上
官
築
が
目
論
ん
だ
重
光
失
脚
は
、
昭
帝
に
よ

っ
て
阻
止
さ
れ
て
お
り
、
上
奏
丈
の
決
裁
に
お
い
て
も
最
終
的
に
は
皇
帝
の
判
断
が
優
先
さ
れ
る
。
筆
者
が
、
領
向
圭
日
事
の
意
士
山
が
詔
書
と
し

て
護
布
さ
れ
う
る
と
想
定
す
る
の
も
、
あ
く
ま
で
制
度
上
の
可
能
性
に
す
ぎ
な
い
。
田
中
良
氏
の
よ
う
に
、
領
尚
書
事
に
就
任
し
な
が
ら
専
権

(

円

切

)

を
振
る
わ
な
か
っ
た
者
が
存
在
す
る
こ
と
に
、
何
ら
か
の
制
度
的
な
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
立
場
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
領
向
書
事
を
許
す

る
際
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
、
「
高
宗
諒
問
、
三
年
言
わ
ず
」
「
百
官
己
を
総
べ
て
以
て
家
宰
に
聴
く
」
と
い
う
『
尚
書
』
無
逸
・
伊
訓
お
よ

び、

「
論
語
』
憲
聞
に
も
と
づ
く
表
現
か
ら
み
て
、
少
な
く
と
も
理
念
の
上
で
は
、
領
尚
書
事
と
は
、
皇
帝
が
先
帝
の
た
め
に
服
喪
し
て
い
る
一
一
一

年
間
に
の
み
期
限
を
限
っ
て
、
政
務
を
代
行
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
後
々
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
専
権
を
振
る
う
こ
と
は
決
し
て

容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
う
し
た
理
念
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
震
光
の
よ
う
に
昭
帝
・
官
一
帝
の
信
任
を
受
け
て
、

二
十
年
に
わ
た
っ

275 

て
領
尚
書
事
と
し
て
政
権
を
掌
握
し
つ
づ
け
た
例
も
あ
る
が
、
専
権
を
振
る
い
得
る
か
否
か
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
人
物
が
外
戚
で
あ
る
か
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ど
う
か
、
将
軍
を
晶
兼
任
し
て
軍
権
を
掌
握
し
て
い
る
か
、
皇
帝
と
の
個
人
的
な
信
頼
関
係
、

さ
ら
に
は
領
向
書
事
個
人
の
性
格
か
ら
皇
帝
の
政

治
姿
勢
と
い
っ
た
、
様
々
な
非
制
度
的
な
要
因
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

第
五
章

中

朝

の

嬰

遷

前
章
ま
で
は
、
前
漢
後
期
に
お
け
る
中
朝
と
尚
書
が
、
皇
帝
の
日
常
的
な
政
務
に
ど
の
よ
う
に
闘
輿
し
て
い
た
の
か
を
考
察
し
て
き
た
。
本

章
で
は
前
漢
前
期
お
よ
び
後
漢
時
代
を
も
組
野
に
入
れ
て
、
中
朝
の
蟹
遣
の
概
略
を
示
し
て
ゆ
き
た
い
。

(
N
H
)
 

中
朝
の
出
現
が
、
わ
ず
か
八
歳
の
昭
帝
の
即
位
を
契
機
と
し
て
い
た
こ
と
は
肢
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
以
前
に
お
け
る
皇
帝
の
政
務
遂
行
の
様

相
を
示
す
史
料
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

建
は
事
を
上
の
前
に
奏
す
る
に
、
即
し
言
う
べ
き
有
れ
ば
、
人
を
扉
け
て
乃
ち
言
う
こ
と
極
め
て
切
な
り
。
廷
見
に
至
り
で
は
、
言
、
つ
能

わ
ざ
る
者
の
如
し
。
(
巻
四
六
石
建
惇
)

上
嘗
て
武
帳
に
坐
す
。
需
は
前
み
て
事
を
奏
せ
ん
と
す
る
に
、
上
は
冠
せ
ず
、
賠
を
望
見
し
て
、
雌
中
に
避
け
て
、
人
を
し
て
そ
の
奏
を

可
と
す
。
(
巻
五
O
汲
賠
惇
)

丞
相
(
田
扮
)
入
り
て
事
を
奏
す
に
、
語
り
て
日
を
移
す
、
言
、
つ
所
は
比
白
な
聴
か
る
。
(
巻
五
二
田
扮
惇
)

湯
は
朝
す
る
毎
に
事
を
奏
し
て
、
固
家
の
用
を
語
り
、
日
肝
れ
る
も
、
天
子
は
食
を
忘
れ
る
o

(
巻
五
九
張
湯
惇
)

と
、
い
ず
れ
も
武
帝
時
代
に
公
卿
が
皇
帝
に
謁
見
し
て
政
務
を
執
る
例
が
奉
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
ど
の
程
度
の
頻
度
で
な
さ
れ
て
い
た
か
は
不

明
だ
が
、
少
な
く
と
も
史
料
に
現
れ
る
限
り
で
は
、
昭
帝
以
後
に
比
べ
て
、
武
帝
時
代
に
は
こ
う
し
た
公
卿
の
引
見
が
日
に
付
く
の
で
あ
る
。

巻
四
六
石
慶
停
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
が
、

桑
弘
羊
等
は
利
を
致
し
、
王
温
計
の
属
は
法
を
峻
に
し
、
見
寛
等
は
丈
撃
を
推
し
、
九
卿
は
更
々
進
み
て
事
を
用
、
っ
。

と
総
括
さ
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
武
帝
以
前
に
お
い
て
は
禁
中
と
い
う
空
間
白
樫
も
、

の
ち
の
時
期
ほ
ど
に
は
最
密
に
外
部
か
ら
隔
て
ら
れ
て
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は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

昌
は
嘗
て
燕
に
入
り
て
事
を
奏
す
る
に
、
高
帝
は
方
さ
に
戚
姫
を
擁
き
た
り
。
昌
還
り
走
る
に
、
高
帝
は
逐
い
得
て
、
昌
の
項
に
騎
す
。

上
聞
い
て
日
く
「
我
は
何
如
な
る
主
な
る
や
」
と
、
昌
仰
ぎ
て
日
く
「
陛
下
は
即
ち
築
討
の
主
な
り
」
と
。
(
虫
色
四
二
周
昌
惇
)

高
帝
は
嘗
て
病
み
、
人
を
見
る
を
悪
み
、
禁
中
に
臥
し
て
、
戸
者
に
詔
し
て
群
臣
を
入
れ
る
を
得
る
無
か
ら
し
む
。
(
巻
四
一
奨
噌
惇
)

景
帝
初
め
立
ち
、
仁
を
拝
し
て
郎
中
令
と
矯
す
。
仁
は
人
と
な
り
陰
重
に
し
て
世
ら
さ
ず
。
:
:
:
是
を
以
て
幸
さ
れ
る
を
得
て
、
臥
内
に

入
る
。
後
宮
に
於
い
て
融
戯
す
る
に
、
仁
は
常
に
弄
ら
に
在
り
、
終
に
言
、
つ
所
無
し
。
(
巻
四
六
周
仁
惇
)

こ
れ
ら
の
史
料
で
は
、
皇
帝
が
宮
人
と
と
も
に
居
る
後
宮
に
さ
え
、

一
般
の
官
僚
が
入
り
得
た
こ
と
が
一
不
さ
れ
る
。
時
央
臨
噌
停
で
は
大
臣
を
禁
中

に
入
れ
ぬ
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
「
戸
者
に
一
訊
問
し
て
」

い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
通
常
は
群
臣
は
と
く
に
断
り
も
な
く
禁
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
武
帝
以
前
、
官
房
た
る
中
朝
が
未
だ
存
在
し
な
い
時
期
に
は
、
皇
帝
は
自
ら
公
卿
を
統
御
し
て
お
り
、
抽
象
的
な
意

味
で
も
具
瞳
的
な
意
味
で
も
、
皇
帝
と
公
卿
の
関
係
は
直
接
的
か
っ
聞
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

昭
帝
の
即
位
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
状
況
が
嬰
化
す
る
。
即
位
首
初
わ
ず
か
八
歳
の
昭
帝
に
は
政
務
遂
行
能
力
も
な
く
、
禁
中
に
お
い
て
養

育
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
、
領
向
書
事
霊
光
ら
が
政
務
を
代
行
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
約
二
十
年
を
経
て
霊
光
が
莞

去
し
た
の
ち
宣
帝
が
親
政
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

五
日
に
一
た
び
肱
師
事
し
、
丞
相
よ
り
以
下
は
各
々
職
を
奉
じ
て
事
を
奏
し
、
以
て
そ
の
言
を
停
奏
し
、
功
能
を
考
試
す
O
i
-
-
-
植
機
は
周

密
に
し
て
、
品
式
は
備
具
し
、
上
下
は
相
い
安
ん
じ
、
有
且
の
意
は
有
る
莫
し
。
(
巻
八
宣
帝
本
紀
)

と
、
皇
帝
の
聴
事
す
な
わ
ち
皇
帝
が
丞
相
以
下
の
公
卿
た
ち
と
と
も
に
政
務
を
執
る
こ
と
が
、
五
日
に
一
度
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る

と
親
政
以
前
の
宣
帝
お
よ
び
昭
帝
は
、
公
卿
を
引
見
し
て
政
務
を
執
る
と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
無
く
、
禁
中
か
ら
出
ず
に
領
向
書
事
室
光
や

中
朝
官
・
尚
書
と
の
み
政
務
を
執
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
聴
事
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
政
務
に
精
闘
し
前
漢
王

277 

朝
を
中
興
し
た
と
栴
さ
れ
る
宣
帝
で
さ
え
、
公
卿
と
直
接
顔
を
合
わ
せ
る
の
は
五
日
に
一
度
で
充
分
と
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
中

十
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朝
が
そ
れ
を
補
う
に
足
る
ほ
ど
官
房
と
し
て
の
機
能
を
成
熟
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
筆
者
は
、
通
説
に
お
け
る
中
朝
を
政

策
決
定
機
関
、
永
一
相
以
下
の
公
卿
す
な
わ
ち
外
朝
を
車
な
る
執
行
機
関
と
す
る
理
解
に
は
従
わ
な
い
。
す
で
に
渡
遺
信
一
郎
氏
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
漢
後
期
か
ら
後
世
に
い
た
る
ま
で
、
最
柊
的
な
決
定
権
は
皇
帝
が
有
し
て
い
た
と
は
い
え
、
公
卿
の
曾
議
を
通

(
日
)

じ
て
官
僚
機
構
が
意
思
の
形
成
と
表
明
を
す
る
と
い
う
制
度
は
存
在
し
つ
づ
け
て
お
り
、
外
朝
が
車
な
る
執
行
機
関
と
す
る
説
は
成
立
し
が
た

ぃ
。
ま
た
中
朝
に
お
い
て
は
、
永
田
英
正
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
な
非
常
時
に
お
け
る
曾
議
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
、

「
詔
書
奏
事
」
を
め
ぐ
る
日
常
的
な
評
議
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
あ
く
ま
で
皇
帝
に
よ
る
最
柊
的
判
断
の
参
考
に
供
す
る
た
め
で
し
か

な
い
。
し
た
が
っ
て
中
朝
と
い
う
機
構
白
瞳
が
政
策
決
定
権
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
諮
問
機
関
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

後
漢
以
後
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
に
徐
裕
が
な
い
た
め
概
略
を
迷
べ
る
に
と
ど
め
る
が
、
ま
ず
後
漢
で
は
中
朝
の
制
度
に
大
き
な
改
革
が
加
え

(
必
)

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
給
事
中
・
散
騎
・
諸
曹
・
諸
吏
は
廃
止
さ
れ
、
侍
中
と
中
常
侍
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
侍
中
・
中
常
侍
は
加

官
で
あ
っ
た
前
漢
と
は
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
比
二
千
石
・
千
石
と
官
秩
が
定
め
ら
れ
た
(
『
績
漢
書
』
百
官
士
山
二
二
本
官
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た

中
常
侍
は
前
漢
と
は
異
な
り
宜
官
が
任
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
侍
中
は

『
績
漢
書
』
百
官
志
一
一
一
に
、

左
右
に
侍
し
て
衆
事
を
賛
導
し
、
顧
問
麿
封
を
掌
る
。
法
駕
出
で
れ
ば
、
則
ち
多
識
な
る
者
一
人
が
参
乗
し
、
飴
は
皆
な
騎
し
て
釆
輿
の

車
の
後
に
在
り
。

と
あ
る
よ
う
に
散
騎
の
職
掌
を
継
承
し
て
い
る
。
ま
た
尚
書
と
の
閥
わ
り
で
見
れ
ば
、
桓
帝
時
代
の
尚
書
朱
穆
が
、

臣
聞
く
な
ら
く
、
漢
家
の
奮
典
で
は
、
侍
中
・
中
常
侍
各
一
人
を
置
き
、
向
書
の
事
を
省
せ
し
む
(
注
。
省
は
覧
な
り
)

0

(

「
後
漢
書
』
列
惇

三
三
朱
穆
惇
)

み

と
、
侍
中
・
中
常
侍
が
「
尚
書
の
事
を
省
た
」
と
述
、
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
漢
家
の
奮
典
」
と
は
、
後
段
と
の
丈
章
の
つ
な
が
り
か
ら

見
て
後
漢
前
半
期
の
制
度
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
前
漢
で
は
給
事
中
・
諸
吏
に
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
「
平
向
書
事
」
の
職
務
が
、
後
漢

で
は
侍
中
・
中
常
侍
に
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
改
革
は
、
光
武
帝
に
よ
る
官
僚
機
構
全
瞳
に
お
け
る
整
理
統
合
の
一
環
と
考
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え
ら
れ
る
が
、
別
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
前
漢
に
お
け
る
設
置
の
首
初
に
は
多
様
な
目
的
・
職
掌
を
有
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
官
職
が
、
昭
帝
以

後
、
中
朝
官
と
し
て
の
共
通
牲
を
徐
々
に
強
め
て
い
っ
た
結
果
、
官
職
を
分
け
て
お
く
必
然
性
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

お

わ

り

最
後
に
、
漢
代
の
中
朝
と
向
書
に
つ
い
て
本
稿
で
考
察
し
て
き
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

-
前
漢
に
お
い
て
、
大
司
馬
・
将
軍
・
侍
中
・
中
常
侍
・
散
騎
・
諸
吏
・
諸
曹
・
給
事
中
の
諸
官
は
多
様
な
「
職
掌
」
を
有
し
て
い
た
が
、

宮
中
に
お
け
る
皇
帝
の
私
的
空
間
た
る
禁
中
へ
の
出
入
り
を
許
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
共
通
性
の
ゆ
え
に
中
朝
官
と
し
て
纏
稽
さ
れ
る
。

ま
た
、
皇
帝
の
書
記
で
あ
る
向
書
も
禁
中
に
お
い
て
職
務
を
遂
行
す
る
。

-
禁
中
は
、
皇
帝
の
私
的
な
生
活
空
間
で
あ
る
と
同
時
に
政
務
を
執
る
場
所
で
も
あ
り
、
こ
れ
は
官
街
の
便
坐
に
相
首
す
る
。

-
皇
帝
が
尚
書
に
よ
っ
て
取
り
次
が
れ
た
上
奏
文
を
決
裁
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
皇
帝
に
よ
る
判
断
の
参
考
と
す
る
た
め
、
給
事
中
・
諸
吏

な
ど
に
よ
る
「
平
向
書
奏
事
」
す
な
わ
ち
評
議
が
行
わ
れ
る
。

-
禁
中
で
の
政
務
遂
行
に
お
い
て
は
、

口
頭
で
の
意
思
惇
達
で
あ
る
「
白
」
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
お
り
、
と
く
に
、
給
事
中
と
は
異
な

り
皇
帝
の
私
的
生
活
に
も
闘
輿
し
得
る
侍
中
・
中
常
侍
に
よ
る
「
白
」
は
皇
帝
に
多
大
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

-
ま
た
侍
中
・
中
常
侍
は
、
向
主
日
を
経
由
せ
ぬ
非
公
式
の
径
路
に
よ
っ
て
、
上
奏
丈
を
皇
帝
に
取
り
次
ぎ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
政
策
決
定
の
迅

速
性
を
も
た
ら
し
た
。

-
右
の
よ
う
な
機
能
を
有
す
る
中
朝
は
、

い
わ
ば
皇
帝
と
尚
書
を
取
り
ま
く
官
房
を
形
成
し
て
い
た
。

-
領
向
書
事
と
は
、
皇
帝
の
行
う
べ
き
政
務
(
向
書
事
)
を
代
行
す
る
存
在
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
前
漢
後
期
の
中
朝
お
よ
び
中
朝
官
・
尚
書
が
、
後
世
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
嬰
遷
を
経
て
唐
代
の
三
省
へ
と
成
長
し
て
ゆ
く
の
か

279 

に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
充
分
な
検
討
が
で
き
な
か
っ
た
後
漢
時
代
を
も
含
め
て
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
た
だ
一
つ
附
言
し
て
お
く
な
ら
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ば
、
唐
代
に
お
い
て
、
中
書
か
ら
下
さ
れ
た
詔
救
を
審
査
し
、
異
議
あ
れ
ば
こ
れ
を
修
正
上
還
し
、
ま
た
諸
官
よ
り
奉
ら
れ
た
上
奏
丈
の
審
査

(
訂
)

に
も
あ
た
っ
た
門
下
省
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
通
説
で
は
、
皇
帝
に
釘
し
て
貴
族
層
の
意
志
を
代
表
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
そ
れ

に
何
ら
異
論
は
な
く
、
貌
亙
日
南
北
朝
の
貴
族
制
政
治
を
経
た
の
ち
の
唐
代
に
お
い
て
は
、
確
か
に
そ
う
し
た
機
能
が
門
下
省
に
は
備
わ
っ
て
い

た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
門
下
省
と
く
に
給
事
中
が
中
心
と
な
っ
て
な
さ
れ
る
詔
救
・
上
奏
丈
の
審
査
と
い
う
行
震
は
、
そ
の
起
源
が
前
漢
の

中
朝
に
お
け
る
給
事
中
に
よ
る
「
平
向
書
奏
事
」
に
あ
っ
た
と
い
う
貼
だ
け
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。

+工(
1
)

先
行
研
究
で
は
、
「
漢
書
』
巻
七
七
劉
輔
惇
注
に
「
中
朝
、
内
朝

也
」
と
あ
る
の
に
基
づ
き
内
朝
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
が
、
首
時
の
制

度
上
の
用
語
と
し
て
は
中
朝
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
本
稿

で
は
こ
ち
ら
を
用
い
る
。

(
2
)

内
藤
乾
吉
「
唐
の
三
省
」
(
『
中
園
法
制
史
考
読
』
有
斐
閣
、
一
九

六
三
年
)

0

(
3
)

勢
総
「
論
漠
代
的
内
朝
奥
外
朝
」
(
『
努
聡
向
学
術
論
文
集
甲
編
』
上

所
、
委
文
印
書
館
、
一
九
七
六
年
)
、
同
「
漢
代
向
幸
一
目
的
職
任
及
其

和
内
朝
的
関
係
」
(
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
五
一
、

一九一八

O
年
)
、
西
嶋
定
生
「
武
帝
の
死
」
(
『
中
園
古
代
園
家
と
束

ア
ジ
ア
世
界
』
東
京
大
卒
出
版
舎
、
一
九
八
三
年
)
、
鎌
田
重
雄

「
漢
代
の
尚
書
官
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
二
六
回
、
一
九
六
八
年
)
、

山
本
隆
義
『
中
園
政
治
制
度
の
研
究
』
(
東
洋
史
研
究
舎
、
一
九
六

八
年
)
第
二
章
「
漠
代
」
な
ど
。
ま
た
、
冨
田
健
之
氏
に
は
、
「
前

漢
武
帝
期
以
降
に
お
け
る
政
治
構
造
の
一
考
察
」
(
『
九
州
大
皐
東
洋

史
論
集
』
九
、
一
九
八
一
年
)
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
尚
書
・
中

」

朝
研
究
が
あ
り
、
そ
の
他
に
も
、
田
中
良
「
領
内
問
書
事
と
「
政
」
の

委
任
」
(
『
鷹
陵
史
皐
』
一
四
、
一
九
八
八
年
)
、
藤
田
高
夫
「
前
漠

後
年
期
の
外
戚
と
官
僚
機
構
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
八
四
、
一
九

九
O
年
)
、
山
出
勝
芳
「
前
漢
詩
者
・
中
書
・
尚
書
考
」
(
『
集
刊
束

洋
皐
』
六
瓦
、
一
九
九
一
年
)
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
二

0
0
0

年
ま
で
に
日
本
岡
内
に
お
い
て
愛
表
さ
れ
た
論
考
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
「
日
本
に
お
け
る
漠
代
官
僚
制
研
究
」
(
『
中
園
史
問
晶
子
』
一

O
、
二

0
0
0年
)
の
第
五
・
六
章
に
お
い
て
研
究
史
の
整
理
を
行
っ
て
い

る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

(
4
)

「
下
将
軍
・
中
朝
者
議
」
(
巻
七
二
襲
勝
惇
)
、
「
左
将
軍
彰
宣
奥

中
朝
者
」
(
巻
八
三
朱
博
惇
)
、
「
事
下
将
軍
・
中
朝
者
」
(
巻
八
六
王

嘉
惇
)
な
ど
。

(
5
)

吉
村
昌
之
「
前
漢
の
大
司
馬
」
(
『
史
泉
』
八
四
、
一
九
九
六
年
)
。

(
6
)

藤
田
高
夫
「
前
漠
後
竿
期
の
外
戚
と
官
僚
機
構
」
(
前
掲
)

0

(
7
)

侍
中
の
初
見
は
品
后
時
代
の
侍
中
張
昨
彊
(
巻
九
七
上
外
戚
惇

上
)
で
あ
り
、
武
帝
中
期
以
降
に
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
。
給
事
中
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は
武
帝
初
期
の
東
方
朔
が
初
見
(
者
六
五
束
方
朔
惇
)
で
、
昭
帝
以

降
か
ら
頻
出
す
る
。
散
騎
は
『
漢
官
儀
」
で
は
秦
官
、
も
し
く
は
武

帝
元
鼎
三
年
に
置
か
れ
た
と
す
る
が
、
列
停
で
の
初
見
は
降
っ
て
買

帝
時
代
の
超
卒
(
巻
六
八
塞
光
惇
)
で
あ
り
、
諸
曲
目
は
武
帝
末
の
霊

光
(
向
上
)
、
諸
吏
は
宣
帝
時
代
の
任
勝
(
向
上
)
が
各
々
の
初
見

で
あ
る
。
中
常
侍
は
『
漠
官
儀
』
で
は
秦
官
と
す
る
が
、
列
停
で
の

初
見
は
は
る
か
に
降
っ
て
元
帝
時
代
の
許
嘉
(
巻
九
一
花
帝
本
紀
)
で

あ
る
。
な
お
侍
中
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
高
祖
時
代
の
「
入
漠
翁
将

軍
、
常
侍
中
」
(
巻
三
四
虚
結
惇
)
と
の
記
事
も
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
「
中
に
侍
す
」
と
動
詞
と
し
て
護
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
侍

中
に
せ
よ
給
事
中
せ
よ
、
首
初
は
「
中
に
侍
す
」
「
中
に
給
事
す
る
」

と
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
徐
々
に
官
名
と
し
て
固

定
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
例
と
し
て
は
「
領
向
害
事
」

も
あ
る
。

(
8
)

前
漢
に
お
け
る
尚
書
の
組
織
は
、
長
官
で
あ
る
尚
書
令
の
下
に
向

書
丞
・
向
書
僕
射
・
向
童
H

・
向
童
日
郎
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
が
、
本
稿
で
は
と
く
に
必
要
の
な
い
限
り
、
一
括
し
て
尚
書

と
の
み
呼
ぶ
。
前
漢
に
お
け
る
尚
書
の
組
織
お
よ
び
個
々
の
官
職
の

職
務
分
権
に
関
し
て
は
、
後
漢
と
は
異
な
り
不
明
な
黙
が
多
い
か
ら

で
あ
る
。

(
9
)

こ
こ
に
言
う
明
光
殿
は
、
『
三
輔
黄
園
』
巻
三
に
現
れ
る
明
光
宮

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
一
丈
は
、
前
漢
の
制
度
を
記

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
日
)
な
お
鶏
舌
香
を

U
に
合
む
の
は
、
口
臭
に
よ
っ
て
皇
帝
を
不
快
に

さ
せ
ぬ
た
め
で
あ
り
、
尚
書
郎
が
皇
帝
の
よ
ほ
ど
間
近
で
「
事
を
奏

281 

」

し
」
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

(
日
)
塵
監
・
女
御
長
は
、
「
漢
蕎
儀
』
巻
下
に
「
捷
好
以
下
皆
府
披
庭
、

置
令
・
丞
・
屋
監
、
{
臣
者
。
女
御
長
如
侍
中
」
と
あ
る
よ
う
に
、
い

す
れ
も
披
'
挺
す
な
わ
ち
皇
帝
の
後
宮
の
管
理
に
あ
た
る
官
で
あ
る
。

(
臼
)
程
樹
徳
『
九
朝
律
考
』
巻
一
「
漢
律
考
四
」
。

(
お
)
官
一
帝
時
代
の
領
向
害
事
張
安
世
が
、

職
血
ハ
枢
機
、
以
謹
慎
周
需
自
著
、
外
内
無
問
。
毎
定
大
政
、
己

決
、
杭
移
病
出
、
聞
有
詔
令
、
乃
驚
、
使
吏
之
丞
相
府
間
馬
。

自
朝
廷
大
巨
莫
知
其
輿
議
也
。
(
巻
五
九
張
安
世
惇
)

と
、
領
向
来
日
事
と
し
て
政
策
決
定
に
闘
興
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
素
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
た
の
釘
し
て
、
朝
廷
の
大

臣
た
ち
が
そ
の
演
技
に
欺
か
れ
た
の
も
、
禁
中
の
機
需
性
の
高
さ
故

で
あ
る
。

(
M
H
)

史
料
の
上
か
ら
も
宵
殿
と
一
般
官
街
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
「
廷
」

「
束
箱
(
も
し
く
は
束
府
)
」
「
便
殿
・
便
房
・
使
坐
」
「
閤
」
「
閤
」

な
ど
の
用
語
上
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。

(
日
)
大
庭
惰
「
漠
代
官
吏
の
勤
務
と
休
暇
」
(
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』

創
丈
祉
、
一
九
八
二
年
)
。

(
日
)
佐
原
康
夫
「
漢
代
の
官
街
と
属
吏
」
(
「
漢
代
都
市
機
構
の
研
究
』

汲
士
門
書
院
、
二

O
O
二
年
)

0

(
口
)
な
お
佐
原
氏
の
所
説
で
は
、
永
一
相
府
に
つ
い
て
は
第
二
一
の
院
童
で

あ
る
便
坐
を
長
官
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
匿
重
と
す
る
一
方
で
、
太
守

府
に
つ
い
て
は
閣
の
内
部
す
な
わ
ち
第
二
・
第
三
の
匝
重
が
太
守
の

私
的
な
生
活
空
間
だ
っ
た
と
し
て
お
り
、
若
干
の
矛
盾
が
あ
る
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
。
私
見
で
は
、
閤
と
は
必
ず
し
も
第
一
の
匝
童
と

十
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第
二
の
匿
霊
の
聞
に
あ
る
門
に
は
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
第
二

の
直
書
一
と
第
三
の
匝
書
一
の
間
に
あ
る
門
も
ま
た
閤
と
町
ば
れ
る
場
合

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
宮
殿

に
お
け
る
第
三
の
匝
重
で
あ
る
禁
中
へ
の
門
は
、
省
門
あ
る
い
は
省

関
と
呼
ば
れ
た
が
、
こ
れ
は
門
閤
と
も
呼
ば
れ
(
前
掲
昭
帝
本
紀

注
)
、
ま
た
、

(
建
初
)
六
年
冬
、
蒼
上
疏
求
制
。
明
年
正
月
、
帝
許
之
。

:
:
:
蒼
段
至
、
升
殿
乃
拝
、
天
子
親
犬
口
之
。
其
後
諸
王
入
宮
、

執
以
輩
迎
、
至
省
閤
乃
下
。
(
『
後
漢
書
』
列
惇
三
二
東
平
憲
王

劉
蒼
惇
)

と
、
省
閤
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、

前
漠
武
帝
の
時
に
東
海
太
守
と
な
っ
た
汲
賠
に
つ
い
て
、

時
新
多
病
、
臥
閤
内
不
山
。
歳
絵
、
東
海
大
治
、
稀
之
。
(
巻
五

O
汲
賠
惇
)

と
あ
り
、
こ
の
場
合
の
「
閣
内
」
も
堂
や
廷
な
ど
の
第
二
の
匝
書
を

含
め
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
第
三
の
匝
書
で
あ
る
便
坐
に
限
定
し
た
ん

が
適
切
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
官
街
に
お
い
て
は
前
漢
後
期
以
降
に
「
門
下
」
と
線
稽
さ

れ
る
属
吏
が
現
れ
て
、
こ
の
便
坐
に
出
入
り
し
、
「
長
官
の
ボ
デ
ィ

ガ
l
ド
や
秘
書
、
顧
問
を
務
め
る
側
近
グ
ル
ー
プ
」
を
形
成
す
る
よ

う
に
な
る
が
(
前
掲
「
漢
代
の
官
街
と
属
吏
」
)
、
こ
れ
を
皇
帝
の
側

近
集
固
た
る
中
朝
官
と
比
較
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

門
下
の
属
吏
の
中
に
は
、
長
官
が
官
街
か
ら
外
出
す
る
際
に
も
随
従

す
る
も
の
が
あ
り
(
各
九
二
高
章
惇
)
、
あ
た
か
も
皇
帝
の
行
幸
の

際
に
随
従
す
る
散
騎
の
ご
と
く
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
官
街

」

の
門
下
属
吏
に
比
す
べ
き
中
朝
官
の
う
ち
、
侍
中
・
給
事
中
・
散
騎

が
唐
代
に
至
り
門
下
省
と
い
う
一
つ
の
官
街
を
形
成
す
る
よ
う
に
な

る
、
と
い
う
貼
も
大
繁
興
味
深
い
。

(
凶
)
「
専
任
刑
罰
、
知
操
文
塁
、
書
一
断
獄
、
夜
理
書
、
白
程
決
事
、
日

豚
石
之
一
(
服
度
日
、
豚
、
稽
也
。
石
、
百
二
十
斤
也
o

始
皇
省
讃

文
書
、
日
以
百
二
十
斤
潟
程
)
」
(
を
二
三
刑
法
志
)

0

(
日
)
一
般
の
官
街
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
長
官
の
名
で
愛
せ
ら
れ
る
文
書

は
全
て
そ
の
官
街
の
書
記
官
が
筆
官
局
し
て
お
り
、
文
書
の
多
く
の
末

尾
に
書
記
官
の
署
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
事

賓
で
あ
ろ
う
。
ま
た
皇
帝
や
官
街
の
長
官
が
自
ら
筆
を
執
っ
て
文
書

を
筆
窮
し
た
際
に
は
、
史
料
に
は
殊
更
に
「
手
詔
」
「
手
書
」
な
ど

と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
特
例
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(
初
)
「
支
那
の
詔
救
文
と
其
の
起
H

早
者
」
(
「
東
方
息
子
報
京
都
』
九
、
一

九
三
八
年
)
。

(
幻
)
大
庭
惰
「
漠
王
朝
の
支
配
機
構
」
(
前
掲
『
秦
漠
法
制
史
の
研

究
』
)
、
徐
世
虹
「
西
漠
前
期
の
詔
主
目
的
草
制
者
に
つ
い
て
」
(
『
史

泉
』
七
三
、
一
九
九
一
年
)
。

(
辺
)
大
庭
惰
「
居
延
出
卜
の
詔
書
所
」
(
前
掲
『
秦
漢
法
制
史
の
研

究』
)

0

(
お
)
臣
下
の
奉
っ
た
上
奏
文
に
皇
帝
に
よ
る
裁
可
の
文
言
「
制
日
可
」

が
附
け
ら
れ
る
と
、
そ
の
上
奏
文
は
制
詔
と
し
て
の
数
力
を
付
奥
さ

れ
て
公
布
さ
れ
る
。
詳
し
く
は
大
庭
惰
「
漢
代
制
詔
の
形
態
」
(
前

掲
「
秦
漢
法
制
史
の
研
究
」
)
参
照
。

(
但
)
二
三
例
を
奉
げ
れ
ば
次
の
と
お
り
。
「
遂
改
命
舎
人
草
制
」
(
『
奮

唐
圭
目
』
巻
二
二
五
慮
杷
惇
)
、
「
召
翁
翰
林
皐
士
。
崖
胤
得
罪
前
一
日
、
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召
燦
入
内
殿
草
制
救
」
(
同
巻
一
七
九
柳
燦
惇
)
、
「
進
中
書
合
人
。

:
楚
草
制
、
其
辞
有
所
不
合
」
(
『
新
唐
書
』
巻
一
六
六
令
狐
楚

惇
)
、
「
武
徳
己
後
、
有
温
大
雅
:
:
:
L
L
官
儀
等
、
時
召
入
平
制
、
未

有
名
目
、
乾
封
己
後
、
始
挨
北
門
的
学
士
」
(
「
唐
舎
要
」
巻
五
七
)
。

ま
た
『
大
岩
六
典
」
巻
九
・
中
書
令
に
は
、
「
王
言
」
と
し
て
珊

書
(
漢
簡
に
お
け
る
珊
書
と
は
意
味
が
異
な
る
)
・
制
書
・
慰
勢
制

書
・
溌
口
救
・
救
己
円
・
論
事
救
書
・
救
牒
の
七
種
が
翠
げ
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
の
う
ち
明
書
・
救
牒
以
外
は
、
中
書
舎
人
に
よ
っ
て
起
草

さ
れ
る
こ
と
が
唐
公
式
令
に
お
い
て
一
不
さ
れ
る
。

(
お
)
同
様
に
、
唐
代
に
お
い
て
は
、
向
書
省
が
行
っ
た
原
案
具
申
に
封

し
て
皇
帝
が
裁
可
を
奥
え
た
際
の
手
績
き
お
よ
び
書
式
は
、
奏
抄

式
・
奏
授
告
身
式
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
前
掲

『
大
唐
六
典
』
巻
九
に
「
王
一
言
」
と
し
て
列
奉
さ
れ
た
中
に
は
含
ま

れ
て
い
な
い
。

(
お
)
大
庭
惰
「
漠
代
制
詔
の
形
態
」
(
前
掲
)
参
照
。

(
幻
)
『
漢
蓮
田
儀
」
巻
上
に
は
「
御
史
大
夫
寺
在
司
馬
門
内
」
と
あ
り
、

御
史
大
夫
の
官
街
が
未
央
官
内
に
在
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
(
司
馬

門
は
未
央
宵
の
正
門
て
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ

し
百
官
表
に
記
す
よ
う
に
、
御
史
大
夫
の
下
に
二
人
置
か
れ
た
丞

(
次
官
)
の
う
ち
、
御
史
大
夫
寺
に
勤
務
す
る
も
の
を
単
に
「
丞
」

と
稽
す
る
の
に
封
し
て
、
殿
中
に
勤
務
す
る
も
の
を
と
く
に
「
中

丞
」
と
呼
ん
だ
こ
と
か
ら
、
御
史
大
夫
寺
自
慢
は
、
殿
中
か
ら
見
て

相
封
的
に
「
外
」
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
お
)
「
(
貸
嬰
)
劾
繋
都
司
空
。
孝
景
時
、
嬰
嘗
受
遺
詔
、
日
「
事
有

不
使
、
以
便
宜
論
上
。
」
及
繋
、
潅
夫
罪
至
族
、
事
口
急
、
諸
公
莫

283 

」

敢
復
明
言
於
上
。
嬰
乃
使
日
比
弟
子
L
L
書
言
之
、
幸
得
有
見
。
書
奏
、

案
尚
書
、
大
行
無
遺
詔
」
(
袋
五
二
濯
夫
停
)

0

(
鈎
)
上
欲
封
組
母
惇
太
后
従
弟
尚
、
崇
諌
H
:
:
:
。
崇
因
持
詔
書
案
起

(
注
。
李
奇
目
、
持
常
受
詔
書
案
起
也
。
師
占
目
、
李
説
非
也
、
案

者
即
官
何
詔
之
文
。
補
注
。
沈
欽
韓
日
:
:
:
古
者
、
進
食
奏
書
、
倶
別

設
案
、
李
説
是
也
。
王
先
謙
日
・
・
・
案
非
文
案
之
案
也
)
」
(
巻
七
七

鄭
崇
惇
)
o

ま
た
、
「
案
」
の
形
状
に
つ
い
て
は
、
林
巳
奈
夫
編
『
漠

代
の
文
物
』
(
朋
友
書
府
、
一
九
九
六
年
再
刊
)
の
園
版

5
l
mを

参
照
。

(
鈎
)
た
と
え
ば
居
延
漠
簡
に
は
、
永
田
英
正
氏
に
よ
っ
て
「
愛
信
日

簿
」
「
受
信

H
簿
」
と
名
付
け
ら
れ
た
、
官
署
に
お
け
る
文
書
の
愛

信
と
受
信
を
記
録
し
た
簿
籍
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
作
成
し
て
い
る
の

は
そ
の
官
署
の
書
記
官
で
あ
る
。
永
田
英
正
「
居
延
漢
簡
の
古
文
書

準
的
研
究
」
(
『
居
延
漢
簡
の
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
八
九
年
)

0

(
況
)
ま
た
、
冨
田
健
之
氏
は
「
渓
時
代
に
お
け
る
向
書
健
制
の
形
成
と

そ
の
意
義
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
五
二
、
一
九
八
六
年
)
に
お
い

て
、
官
僚
に
封
す
る
尚
書
に
よ
る
「
責
問
」
「
問
朕
」
「
諮
問
」
な
ど

の
行
矯
が
、
「
漢
一
代
を
通
じ
て
尚
書
の
濁
占
的
掌
握
の
も
と
に
あ

り
」
、
「
向
書
の
あ
り
方
の
本
質
面
を
如
賓
に
示
し
て
い
る
」
と
す
る

が
、
こ
れ
も

図
尉
史
志
責
問
土
吏
図
(
居
延
新
筒
E
P
T
五
・
一
五
一
)

抜
庭
謹
責
問
第
四
候
史
倣
・
第
八
燈
長
宗
、
遁
発
未
、
私
蹄
鳴

壁
田
舎
(
同
E
P
T
五
一
・
七
四
)

大
将
軍
長
史
急
責
(
本
ナ
)
慶
之
莫
府
上
簿
。
(
巻
五
四
本
ナ
庚
停
)

な
ど
に
見
え
る
よ
う
に
、
長
官
に
代
わ
っ
て
誰
か
を
問
青
円
す
る
の
は
、
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官
街
の
属
支
の
職
掌
の
一
つ
で
あ
り
、
決
し
て
倫
来
日
が
濁
I
U
的
に
掌

握
す
る
職
掌
で
は
な
い
。

(
犯
)
大
庭
惰
「
文
書
簡
の
署
名
と
副
署
試
論
」
(
『
漠
筒
研
山
九
』
同
朋
舎

出
版
、
一
九
九
二
年
)
お
よ
び
拙
稿
「
漠
代
印
章
考
」
(
冨
谷
至
編

『
漫
境
出
土
木
簡
の
研
究
』
朋
友
香
庖
、
二

O
O
三
年
)
第
二
章
。

(
お
)
「
評
」
字
は
漢
簡
に
は
現
れ
ず
、
ま
た
『
説
文
解
字
』
に
も
収
録

さ
れ
て
お
ら
ず
、
漢
代
に
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
文
字
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
。
今
二
園
時
代
の
『
康
雅
』
に
至
り
「
評
:
:
:
、
干

也
」
(
袋
二
一
)
と
、
「
評
」
字
が
収
録
さ
れ
る
。
ま
た
「
平
向
書
奏

事
」
と
い
う
表
現
は
貌
耳
目
以
後
に
も
用
い
ら
れ
績
け
る
が
、
一
方
で

「
評
尚
書
事
」
(
『
亙
門
書
』
巻
四
三
山
筒
惇
)
、
「
評
尚
書
奏
事
」
(
『
貌

書
」
巻
二
六
尉
春
惇
)
と
表
記
す
る
例
も
現
れ
る
。
さ
ら
に
漠
代
の

廷
尉
の
属
官
で
あ
る
廷
尉
卒
は
、
後
に
廷
尉
許
・
大
理
評
事
と
改
名

さ
れ
る
(
『
通
典
』
巻
二
五
職
官
典
七
)
。

(
但
)
光
旅
大
夫
・
太
中
大
夫
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
漠
代
の
光
椋
動
」

(
『
東
洋
史
研
究
』
-
立
七
二
、
一
九
九
八
年
)
参
照
。

(
お
)
永
出
英
正
「
漢
代
の
集
議
に
つ
い
て
」
(
「
東
方
向
学
報
京
都
』
四
一
一
一
、

一
九
七
二
年
)
。

(
お
)
侍
中
・
中
常
侍
が
政
務
以
外
で
皇
帝
の
生
活
に
関
わ
っ
た
例
と
し

て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

因
仰
向
侍
中
。
有
奇
異
、
杭
使
矯
文
、
及
作
賦
頒
数
十
篇
。
(
巻

六
四
上
巌
助
停
)

H
硝
雨
子
、
賞
・
建
、
倶
侍
中
、
奥
昭
帝
略
同
年
、
共
臥
起
。

(
巻
六
八
金

H
碑
惇
)

賢
寵
愛
日
甚
、
潟
尉
馬
都
尉
侍
中
、
出
則
参
乗
、
入
御
左
右
、

」

旬
月
間
賞
賜
占
禁
鉦
高
、
貴
震
朝
廷
。
常
血
ハ
ト
ぃ
臥
起
。
営
円
主
寝
、

偏
籍
上
袖
、
上
欲
起
、
賢
未
覚
、
不
欲
動
賢
、
乃
断
袖
而
起
。

其
恩
愛
至
此
。
(
巻
九
三
董
賢
惇
)

後
上
置
酒
願
麟
殿
、
賢
父
子
親
属
安
飲
、
王
閑
兄
弟
侍
中
中
川
吊

侍
皆
在
側
。
上
有
酒
所
、
従
符
頑
賢
笑
日
:
:
:
。
(
同
右
)

自
大
将
軍
売
後
、
富
干
・
定
陵
侯
張
放
・
淳
子
長
生
寸
始
愛
幸
、

出
翁
微
行
、
行
則
同
興
執
轡
。
入
侍
禁
中
、
設
宴
飲
之
舎
、
及

越
・
李
諸
侍
中
皆
引
渦
血
争
白
、
談
笑
大
曝
o

(

巻
一

0
0
上
欽

惇
上
)

侍
中
:
:
:
分
掌
乗
輿
服
物
、
下
至
察
器
虎
子
之
属
。
武
帝
時
、

孔
安
園
潟
侍
中
、
以
其
儒
者
、
特
聴
掌
御
帳
壷
、
朝
廷
栄
之
。

(
『
後
漢
書
』
献
帝
本
紀
注
所
引
『
漢
官
儀
』
)

(
幻
)
藤
田
高
夫
氏
は
、
給
事
中
は
「
個
人
の
才
能
・
人
格
の
ゆ
え
に
登

用
さ
れ
」
た
も
の
で
、
こ
れ
を
「
俊
才
型
」
と
表
す
る
。
一
方
の
侍

中
・
中
常
侍
は
、
外
戚
・
寵
臣
な
ど
の
子
弟
が
「
血
縁
関
係
や
寵
愛

と
い
っ
た
皇
帝
と
の
親
、
返
性
」
ゆ
え
に
任
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
を
「
額
貴
型
」
と
呼
ぶ
。
前
掲
「
前
漠
後
半
期
の
外
戚
と
官
僚

機
構
」

0

(
お
)
こ
の
貼
か
ら
見
れ
ば
、
必
要
の
無
い
限
り
禁
中
に
は
留
ま
り
得
な

い
侍
中
以
上
に
、
皇
帝
へ
の
影
響
力
を
及
ぼ
し
得
る
の
は
、
常
時
禁

中
に
留
ま
る
官
官
で
あ
る
。
元
帝
時
代
に
官
官
の
石
類
・
弘
恭
が
、

領
尚
書
事
た
る
粛
望
之
・
周
堪
ら
を
抑
え
て
専
権
を
振
る
っ
た
要
因

を
、
中
書
令
石
額
が
尚
書
を
組
織
的
に
統
御
し
た
こ
と
に
求
め
る
立

場
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
筆
者
に
は
、
そ
う
し
た
中
書
と
尚
書
と
の
聞

に
統
属
関
係
が
生
じ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
見
出
せ
な
い
。
筆
者
は
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石
額
等
の
専
権
の
要
因
は
、
そ
う
し
た
制
度
的
な
問
題
で
は
な
く
、

(
周
堪
)
秤
潟
光
称
大
夫
、
秩
中
二
千
石
、
領
尚
書
事
。
:
:
:

額
幹
尚
書
事
、
向
書
一
立
人
、
皆
其
黛
也
。
堪
希
得
見
、
常
肉
額

白
事
、
事
決
額
口
。
(
巻
三
六
劉
向
停
)

元
帝
被
疾
、
不
親
政
事
、
:
:
:
以
額
久
典
事
、
中
人
無
外
黛
、

精
専
可
信
任
、
遂
委
以
政
。
事
無
小
大
、
因
額
白
決
(
巻
九
三

石
額
停
)

な
ど
に
見
え
る
よ
う
に
、
{
臣
官
た
る
石
額
等
に
は
領
白
書
事
や
中
朝

(
円
以
上
に
、
皇
帝
に
針
し
て
「
白
」
を
行
う
機
舎
が
多
く
、
そ
れ
故

に
元
帝
に
多
大
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
得
た
か
ら
だ
と
考
え
る
。
ま
た

「
尚
書
五
人
、
皆
其
黛
也
」
に
見
え
る
「
黛
」
と
は
、
組
織
的
な
統

属
闘
係
に
か
か
わ
り
な
く
結
託
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
語
で
あ
ろ
う
。

(
ぬ
)
前
掲
「
領
向
書
事
と
「
政
」
の
委
任
」

0

(ω)
例
え
ば
「
太
僕
臣
賀
行
御
史
大
夫
事
」
(
『
史
記
』
巻
六
0
・
二
一
王

世
家
)
と
は
、
太
僕
の
官
に
あ
る
公
孫
賀
が
御
史
大
夫
の
職
務
を
代

行
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
大
庭
惰
「
漢
の
官
吏
の
兼
任
」
(
前
掲

『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
)
参
照
。

(
但
)
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
官
街
に
は

通
常
複
数
の
書
記
が
居
り
、
た
と
え
そ
の
内
の
一
人
が
絞
け
た
と
し

て
も
他
官
が
代
行
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
必
)
そ
れ
故
に
塞
光
は
、
昭
帝
崩
御
後
、
一
旦
は
帝
位
に
つ
い
た
昌
邑

王
劉
賀
を
一
段
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
際
に
、
領
命
室
田
事
で
は
な
く

大
司
馬
・
大
将
軍
と
し
て
群
臣
と
と
も
に
、
皇
帝
に
比
肩
し
得
る
権

威
で
あ
る
皇
太
后
に
奏
請
す
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
昌
邑
-
土
廃
位
を

賓
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

285 

」

(
必
)
田
中
良
「
領
尚
書
事
と
「
政
」
の
委
任
」
(
前
掲
)
で
は
筆
者
と

は
反
封
に
、
領
向
主
同
事
の
権
限
を
定
説
よ
り
も
小
さ
く
許
債
す
る
。

田
中
氏
は
、
専
権
を
振
る
い
得
な
い
領
尚
書
事
が
多
く
存
在
す
る
こ

と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
論
を
展
開
す
る
。
領
白
書
事

の
権
限
は
多
数
の
上
奏
文
の
中
か
ら
、
皇
帝
に
取
り
次
ぐ
べ
き
も
の

を
務
め
取
拾
選
揮
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
の
み
で
は
専

権
の
基
盤
と
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
「
上
奏
選
捧
権
」
と
は
別
に
本

来
皇
帝
が
有
す
る
「
上
奏
決
裁
権
」
を
付
託
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
専

権
を
振
る
い
符
た
と
す
る
。
田
中
氏
は
史
料
に
「
委
政
」
「
委
任
」

と
あ
る
の
が
、
こ
の
付
託
の
こ
と
だ
と
解
し
、
こ
れ
を
「
「
政
」
の

委
任
」
と
表
現
す
る
。
中
書
令
石
類
の
よ
う
に
、
領
向
主
回
事
で
は
な

い
者
で
も
「
政
」
の
委
任
が
な
さ
れ
れ
ば
、
上
奏
決
裁
権
を
背
景
と

し
て
領
尚
書
事
を
凌
ぐ
こ
と
が
で
き
、
居
住
光
や
王
鳳
は
、
領
向
室
田
事

で
あ
る
と
同
時
に
「
政
」
の
委
任
が
な
さ
れ
た
た
め
に
、
完
全
に
権

力
を
掌
握
で
き
た
の
だ
と
す
る
。
以
上
が
田
中
氏
の
所
説
で
あ
る
が
、

「
委
政
」
「
委
任
」
と
は
確
か
に
皇
帝
か
ら
全
幅
の
信
頼
を
得
た
こ

と
を
一
ぶ
す
の
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
い
わ
ば
修
辞
的
表
現
で
し
か
な

い
こ
れ
ら
の
語
を
、
上
奏
決
裁
権
の
付
託
と
い
う
制
度
的
な
行
局
と

直
接
針
磨
さ
せ
る
の
に
は
、
や
は
り
無
理
が
あ
る
よ
う
に
筆
者
に
は

忠
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
委
政
」
が
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
専

権
を
振
る
っ
た
と
は
言
い
難
い
永
一
相
匡
衡
や
丞
相
師
汁
の
例
も
あ
り
、

筆
者
は
賛
同
し
か
ね
る
。

(
叫
)
冨
田
健
之
氏
は
、
中
朝
の
萌
芽
が
武
帝
時
代
に
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
お
り
(
前
掲
「
前
漠
武
帝
期
以
降
に
お
け
る
政
治
構
造
の
一
考

察
」
)
、
筆
者
も
大
筋
で
は
そ
れ
に
異
存
な
い
。
た
だ
し
、
冨
田
氏
が
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そ
の
事
例
と
し
て
奉
げ
る
、
侍
中
最
助
・
朱
買
臣
ら
が
活
動
し
た
場

は
、
林
一
市
中
で
は
な
く
公
卿
の
集
議
に
お
い
て
で
あ
り
、
禁
中
に
お
け

る
皇
帝
の
官
房
と
し
て
の
中
朝
の
機
能
は
、
こ
の
時
期
に
は
未
だ
現

れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
段
階
で
は
文
字
通
り
萌
芽
で
し

か
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
釘
)
渡
透
信
一
郎
『
天
目
一
全
の
王
座
』
(
柏
書
房
、
一
九
九
六
年
)
第
I

章
「
朝
政
の
構
造
|
|
中
園
古
代
園
家
の
舎
議
と
朝
政
|
|
」

0

(
必
)
「
給
事
中
、
:
:
:
漠
西
京
置
。
:
:
:
漠
束
京
省
、
貌
世
復
置
」

(
『
宋
書
」
巻
四

O
百
官
志
下
)
、
「
散
騎
常
侍
:
:
:
漠
東
京
初
省
散

騎
、
而
中
常
侍
因
用
{
臣
者
。
貌
文
帝
黄
初
初
、
置
散
騎
、
合
於
中
川
吊

侍
、
謂
之
散
騎
常
侍
」
(
向
上
)
o

諸
曹
・
諸
吏
に
つ
い
て
は
そ
の
廃

止
を
明
示
す
る
史
料
が
無
い
が
、
給
事
中
・
散
騎
も
含
め
て
、
い
ず

れ
も
『
績
漢
書
』
百
官
志
に
は
記
載
が
な
い
。

(
U
)

内
藤
乾
吉
「
唐
の
三
省
」
(
前
掲
)

0
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THE ZHONGCHAO AND SHANGSHU IN THE LAST PERIOD OF

THE FORMER HAN, AS SEEN FROM THE VIEWPOINT OF

THE DAILY ADMINISTRATION OF THE EMPEROR

YONEDA Takeshi

It is well known that the zhongchao 9J~J1, the inner court which appeared in

the era of Zhaodi BB* of the middle period of the Former-Han dynasty, together

with the imperial secretaries (shangshu f5j:l=), whose office had appeared

previously, became increasingly important to the central government, and with the

passage of time and the coming of the Tang dynasty, it flourished and grew into

the Sansheng :=:~, the central organ of government. However, previous studies

have either been conducted from the standpoint of an analysis of the political

history of the zhongchao or the political relationship between the zhongchao and

waichao J}~J1, the outer court. As a result, questions such as what were the

duties and functions of the individual offices that made up the zhongchao , what sort

of space was the zhongchao within the palace g 9J, and what was the role the

shangshu and the officials of the zhongchao in carrying out the Emperor's

administration, have scarcely been elucidated. This study, based on these

considerations, has considered the zhongchao systematically and made clear the

following points.

1) The shared characteristic of the various duties of the office of the

zhongchao during the Former Han dynasty was the fact that officials were

permitted to enter the private space of the emperor, the jinzhong ~9J .
Moreover, the shangshu , the imperial secretary, also conducted his duties

within the jinzhong.

2) The jinzhong was at the same time the location where the emperor

conducted administrative affairs, corresponding to the private area reserved

for the senior officials (bianzuo 1t~) in government offices.

3) When the emperor ruled on documents delivered to him by the

shangshu , deliberative meetings known as pingshangshu zoushi Iff5j:l=*$
of palace stewards (jishizhong *%$9J), inspector of officials (zhuli ~i9!)

and other officials were held in order to provide reference for the imperial

decision.

4) In carrying out administrative affairs in the jinzhong, oral communication
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of opInIons occupied a large percentage, and on this point the palace

attendants (shizhong f*9=J) and palace attendant-in-ordinary (zhongchangshi

9=J1tf*) had great influence on the emperor.

5) Furthermore, the shizhong and zhongchangshi would report to the

emperor unofficially, and in this manner policy making was expedited.

6) The zhongchao that functioned in this manner formed the secretariat '§m
that was centered on the emperor and the shangshu.

THE TERM FOR PAYING THE RICE-FIELD TAX IN THE

EARLY JOSEON DYNASTY, WITH A FOCUS ON

SHIPMENT OF GRAIN BY BOAT

ROKUTANDA Yutaka

As a part of a broader study of the rice-field tax EBmin the early period of

the loseon dynasty, this study considers what sort of regulations existed at the

time regarding the time limit for collected rice-field tax in each region to be sent

to the royal capital Hanseong i~~ and what was the process of its

systematization, particularly in the case of transport of grain via the waterways

~!jI.

In the case of shipment of the tax by boat, there where two time limits

established for the payment of the tax depending on the distance from the capital.

The regulation that payment must be completed by the middle of the tenth month

that had applied to areas near the royal capital Hanseong, such as Chungcheong-do

,'iE',1N~, Hwanghae-do jf~m:~, and part of Gangwon-do 1IJJi(~ was gradually

restricted to a smaller area due to the abuses that were reported from early on,

the stipend )}JUfJ*" system was reformed and after 1439 it was no longer necessary

to ship the rice-field tax within the year of the harvest, and the rules that had

been applied to the provinces far from the capital, such as leolla-do ~*i~ and

Gyeongsang-do ~fiO'~, were applied to the areas near the capital. This meant

that tax would be collected in warehouses on the waterways ~!~ within the year,

but that shipment by boat would be carried out in the following year. However,

there were many defects in the regulations. Furthermore, because there were no

detailed regulations included in Gyeongguk Daejeon *~~*~, the fundamental

laws of the loseon dynasty, at the time of its compilation, the revision of

regulations took place at the close of the 15th century. In the end, deposit of the
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